
1 

 

神奈川県監査委員公表第７号 

 

監査の結果により講じた措置について 

 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 199 条第 14 項の規定に基づき、神奈川県知事から監査の

結果により措置を講じた旨の通知があったので、その内容を公表する。 

 

  令和５年３月 22日 

 

神奈川県監査委員  村  上  英  嗣 

同                吉  川  知 惠 子 

同                中  家  華  江 

同                堀  江  則  之 

同                小  島  健  一 

 

１ 措置の対象となった監査の結果 

令和４年 11月８日神奈川県監査委員公表第 25号で公表した不適切事項又は要改善事項のうち教育

委員会、監査事務局及び公安委員会を除く 86か所（既報告の 19か所を除く。）に係る 158事項 

２ 監査の結果及び講じた措置の内容 

⑴ 政策局 

本庁機関で認められた不適切事項又は要改善事項 

監査実施 

箇 所 名 
監査実施日 監査の結果 措置の内容 

基地対策部基

地対策課 

 

 

令和４年８月

30日（令和４

年７月７日職

員調査） 

 

 

 

 

 

（不適切事項） 

財産管理事務において、15

年以上前に取得した鋼管柱２

本（台帳価格計1,321,000円）

について、当初の登録を失念

していたことが判明したた

め、令和３年度に新規登録を

行っており、工作物に係る県

有財産台帳の補正が著しく遅

延していた。 

 

不適切事項については、担当職

員の財産管理業務に対する理解が

不足していたこと及び複数の職員

による確認体制が不十分であった

ことによるものである。 

今後は、このようなことがない

よう、本件誤りの内容を所属とし

て共有し、関係規定の理解の向上

を図るとともに、複数の職員によ

る確認体制の強化、また、年１回

登載漏れが生じていないか確認を

行うことにより再発防止に取り組

み、適正な事務執行に努める。 

出先機関で認められた不適切事項又は要改善事項 

監査実施 

箇 所 名 
監査実施日 監査の結果 措置の内容 

神奈川県立公

文書館 

令和４年５月

20日（令和４

年２月２日職

員調査） 

（不適切事項） 

契約事務において、自動販

売機設置場所賃貸借契約（契

約額849,045円）について、令

和２年度における新型コロナ

 

不適切事項については、担当者

が所管課からの通知に記載されて

いた手続を誤認したことに加え、

担当者宛に送付された同通知を課
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ウイルス感染症拡大防止のた

めの臨時休館に伴う自動販売

機設置場所の貸付料減額

（25,587円）に係る変更契約

の締結が３月を超えて遅れて

いた。 

内で共有していなかったことによ

るものである。 

今後は、このようなことがない

よう、収受文書は必ず供覧等を行

うとともに、所管課から本課経由

の通知は、担当課あてに送付する

よう本課に依頼し、課内では朝ミ

ーティング等で情報共有を図る体

制を強化することにより再発防止

に取り組み、適正な事務執行に努

める。 

神奈川県立か

ながわ県民活

動サポートセ

ンター 

令和４年８月

30日（令和４

年５月30日及

び同月31日職

員調査） 

（不適切事項） 

契約事務において、警備保

安等業務委託契約（契約金額

42,240,000円、契約期間：令

和３年４月１日から令和４年

３月31日まで）に基づき行わ

れた令和３年８月から同年11

月までの間における警備業務

について、仕様書で定める配

置時間内に警備員が配置され

ていない時間があり、適正な

業務の履行がなされていない

にもかかわらず、各月分の委

託料を全額（計 14,080,000

円）支払っていた。 

 

不適切事項については、受託者

が現場の警備員に仕様書に反する

指示を出していたが、その点につ

いての確認が不十分であったこと

によるものである。 

今後は、このようなことがない

よう、受託者に対し勤務表（タイ

ムカード等）の提出を求め履行状

況の確認を適宜行うことにより、

再発防止に取り組み、適正な事務

執行に努める。 

神奈川県横須

賀三浦地域県

政総合センタ

ー 

令和４年４月

27日（令和４

年３月４日、

同月７日から

同月９日まで

職員調査） 

（不適切事項） 

工事事務において、令和３

年度県有緑地等緊急防災対策

工事県単（その４）の変更設

計額の積算に当たり、法枠工

のラス張工について、誤った

単価加算率を適用して積算し

ていたため、変更後の設計額

（56,210,000円）が506,000円

過大であった。その結果、変

更後の契約額（ 51,713,200

円）が466,400円過大であっ

た。 

 

不適切事項については、法枠工

の施工面積変更に伴う単価加算率

の確認が不十分であったことによ

るものである。 

今後は、このようなことがない

よう、改めて課内でチェックリス

トの読み合わせにより内容を再確

認し、設計担当者及び検算者が起

案に添付された単価の根拠資料の

確認を含めチェックを徹底すると

ともに、設計積算研修に参加する

こと等により再発防止に取り組

み、適正な事務執行に努める。 

神奈川県県央

地域県政総合

センター 

令和４年４月

28日（令和４

年３月９日、

同月10日、同

月11日及び同

（不適切事項） 

１ 収入事務において、行政

財産の使用許可に係る使用

料３件、11,570円につい

て、調定が３月を超えて遅

 

不適切事項については、次のと

おり措置した。 

１ 収入事務については、前任者

の退職に伴う引継ぎが不十分で
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月14日職員調

査） 

れていた。 

２ 支出事務において、豚熱

対応に係る感染症防護キッ

ト等購入代ほか７件（契約

額計114,593,512円）につい

て、政府契約の支払遅延防

止等に関する法律に定めら

れている期日までに支払を

行っていなかった。 

３ 契約事務において、刈払

機取扱作業者に対する安全

衛生教育講習の受講料１

件、24,000円の履行確認に

当たり、神奈川県財務規則

に基づく検査調書を作成し

ていなかったにもかかわら

ず、この場合に同規則によ

り必要とされる支出負担行

為に係る伺いへの履行確認

の月日の記載及び検査印の

押印をしていなかった。 

４ 工事事務において、令和

３年度水源協定林区域測量

委託業務（上小渕）の設計

額の積算に当たり、旅費交

通費について誤って積算し

ていたため、業務委託料の

設計額（4,345,000円）が

22,000円過大であった。 

５ 財産管理事務において、

本柱１本及び支線２条に係

る行政財産の使用許可につ

いて、事業者が許可申請せ

ずに設置していることを設

置から10年以上経過した令

和３年６月に認識したた

め、不当利得返還請求権に

基づく使用許可前の期間に

係る使用料相当額152,330円

のうち106,831円について、

事業者の消滅時効援用によ

り徴収できなかった。 

あったため、前年度中に処理済

と誤認し、上席職員においても

処理の必要性を十分に認識して

いなかったことによるものであ

る。 

今後は、このようなことがな

いよう、退職予定者に事前に引

継書の作成を指示し、複数の職

員で業務の引継ぎを行い、引継

ぎ内容の重要度や実施時期等に

ついても意識を共有することに

より再発防止に取り組み、適正

な事務執行に努める。 

２ 支出事務については、先例の

ない豚熱対応に追われる中、支

払期限に対する確認が不十分で

あったことによるものである。 

今後は、このようなことがな

いよう、進行管理の課内共有を

徹底することで複数の職員によ

る確認体制を強化することによ

り再発防止に取り組み、適正な

事務執行に努める。 

３ 契約事務については、事業課

と経理担当者との連絡調整が不

十分であったことによるもので

ある。 

今後は、このようなことがな

いよう、履行日をスケジュール

に入力し、事業課と共有するこ

とにより再発防止に取り組み、

適正な事務執行に努める。 

４ 工事事務については、設計書

作成過程における担当職員をは

じめ、複数の審査者の積算基準

書への理解不足及び積算結果の

確認が不十分であったことによ

るものである。 

今後は、このようなことがな

いよう、積算基準書等に関する

職員の理解向上を図るととも

に、設計図書の回議時には積算

の根拠とした歩掛等積算基準書

の抜粋資料を添付し、複数の職

員による入念な確認体制を強化
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することにより再発防止に取り

組み、適正な事務執行に努め

る。 

５ 財産管理事務については、管

理する財産の確認が不十分であ

ったことによるものである。 

今後は、このようなことがな

いよう、管理する財産の現状把

握を定期的に行うことにより再

発防止に取り組み、適正な事務

執行に努める。 

神奈川県湘南

地域県政総合

センター 

令和４年４月

22日（令和４

年２月24日、

同月25日、同

月28日及び同

年３月１日職

員調査） 

（不適切事項） 

１ 契約事務において、前金

払をした伐木等の業務に係

る特別教育の受講料１件、

60,000円の履行確認に当た

り、神奈川県財務規則に基

づく検査調書を作成してい

なかったにもかかわらず、

この場合に同規則により必

要とされる履行確認に関す

る記録の作成等を行ってい

なかった。 

２ 歳計外現金事務におい

て、中高年ホームファーマ

ー事業研修謝礼金に係る所

得税及び復興特別所得税１

件、1,225円について、法定

納期限内に納付を行ってい

なかった。 

 

不適切事項については、次のと

おり措置した。 

１ 契約事務については、担当職

員の財務法規の理解不足と所属

としての確認体制が十分でなか

ったことによるものである。 

  前金払により支出手続が完了

しているとしても事後の履行確

認が必要なことについて再確認

したため、今後は、このような

ことがないよう、進行管理表や

グループウェアのスケジュール

機能を用いて、履行日に経理担

当全員が完了の確認をするな

ど、所属としてのチェック機能

を見直すことにより再発防止に

取り組み、適正な事務執行に努

める。 

２ 歳計外現金事務については、

誤りの発生月について、所得税

納付に該当する執行はないと誤

認していたことによるものであ

る。 

今後は、このようなことがな

いよう、歳計外現金の払出につ

いては、例月の処理が想定され

ることから、進行管理表やグル

ープウェアのスケジュール機能

を用いて常日頃から課内職員が

相互に進行チェックを行うこと

により再発防止に取り組み、適

正な事務執行に努める。 
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神奈川県県西

地域県政総合

センター 

 

 

令和４年４月

25日（令和４

年３月１日か

ら同月４日ま

で職員調査） 

 

 

 

 

 

（不適切事項） 

工事事務において、令和３

年度広域農道整備事業吉浜細

沢地区土質調査業務委託の変

更設計額の積算に当たり、地

質調査機材等の運搬費につい

て、運搬重量の算定を誤って

積算していたため、変更後の

設計額（ 6,028,000円）が

11,000円過小であった。その

結 果 、 変 更 後 の 契 約 額

（5,115,000円）が11,000円過

小であった。 

 

不適切事項については、変更設

計額の積算に当たり、担当者が運

搬費の変更を行うことを失念し、

検算者の確認も不十分であったこ

とによるものである。 

今後は、このようなことがない

よう、正しい積算方法及び積算内

容をチェックする際の留意点につ

いて周知徹底を図ることにより再

発防止に取り組み、適正な事務執

行に努める。 

⑵ 総務局 

本庁機関で認められた不適切事項又は要改善事項 

監査実施 

箇 所 名 
監査実施日 監査の結果 措置の内容 

総務室 令和４年８月

29日（令和４

年７月11日職

員調査） 

（不適切事項） 

 支出事務において、次のと

おり誤りがあった。 

１ 令和３年４月分のタクシ

ー利用料金20,840円につい

て、契約で定められた期限

までに支払を行っていなか

った。 

２ 令和２年度の県有建築物

等点検業務委託料の支払に

当たり、所得税及び復興特

別所得税を源泉徴収してい

なかったため、国への納付

が遅れ令和３年９月となっ

たものについて、不納付加

算税及び延滞税計119,300円

を支払っていた。 

 

不適切事項の支出事務について

は、次のとおり措置した。 

１ タクシー利用料金の支払につ

いては、進行管理が不十分であ

ったことによるものである。 

今後は、このようなことがな

いよう、支払期限の把握も含め

進行管理表で進捗状況を共有す

るとともに、複数の職員による

確認体制を強化することにより

再発防止に取り組み、適正な事

務執行に努める。 

２ 所得税及び復興特別所得税の

国への納付が遅れ不納付加算税

及び延滞税を支払っていたこと

については、担当者の所得税等

に関する理解が不足していたこ

とに加え、決裁過程におけるチ

ェック機能も働いていなかった

ことによるものである。 

今後は、このようなことがな

いよう、所属として所得税等に

関する正しい理解を共有すると

ともに、競争入札参加資格者名

簿の事業体区分を執行書類に添

付し、決裁の過程において、複

数の職員による確認を徹底する
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ことにより再発防止に取り組

み、適正な事務執行に努める。 

組織人材部職

員厚生課 

令和４年８月

29日（令和４

年７月14日職

員調査） 

（不適切事項） 

支出事務において、婦人科

検診業務委託契約（単価契

約、支払額8,235,150円）に係

る令和４年１月分の支払額

1,473,340円について、契約で

定められた期限までに支払を

行っていなかった。 

 

不適切事項については、進行管

理が不十分であったことによるも

のである。 

今後は、このようなことがない

よう、進行管理表へ入力を徹底す

るとともに、複数の職員による確

認体制を強化することにより再発

防止に取り組み、適正な事務執行

に努める。 

財政部税制企

画課 

令和４年８月

29日（令和４

年７月21日職

員調査） 

（要改善事項） 

県税事務所及び自動車税管

理事務所において、県税の賦

課徴収や滞納整理等の用務の

ために保有している業務用の

車両について、稼働率が総じ

て低調となっており十分有効

に活用されていない状況とな

っていた。 

（以下令和４年11月８日神奈

川県監査委員公表第25号中、

第７監査の結果３⑴アのとお

り） 

 

要改善事項については、県税事

務所等における公用車の必要台数

を見直し、令和５年度中に７台減

車するとともに県税事務所等間で

の管理換えを行うことにより、公

用車の有効活用を図ることとし

た。 

財産経営部財

産経営課 

令和４年８月

29日（令和４

年７月19日職

員調査） 

（不適切事項） 

１ 支出事務において、次の

とおり誤りがあった。 

⑴ 令和３年度公共下水道

事業受益者分担金２件、

24,000円について、納期

限までに支払を行ってい

なかった。 

⑵ 県有財産のインターネ

ットによる売却に当た

り、誤った内容により入

札執行し、事後に無効と

したものについて、イン

ターネットシステム利用

料１件、600,600円を支

払っていた。 

２ 財産管理事務において、

普通財産である元青少年課

神之木台分館内の構内道路

の横浜市への移管に当た

 

不適切事項については、次のと

おり措置した。 

１ 支出事務については、次のと

おりである。 

⑴ 令和３年度公共下水道事業

受益者分担金の支払遅延につ

いては、進行管理が不十分で

あったことによるものであ

る。 

今後は、このようなことが

ないよう、執行管理表へ案件

及び納期限を記載するととも

に、複数の職員による確認体

制を強化することにより再発

防止に取り組み、適正な事務

執行に努める。 

⑵ 県有財産のインターネット

による売却に当たり、入札を

無効としたがシステム利用料
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り、管理換えの手続など必

要となる財産の処分及び取

得に係る手続等を行わない

まま土地の所有権を移転さ

せていた。 

を支払っていたことについて

は、物件調書の事前チェック

が不十分であったため、記載

内容に誤りがあるにもかかわ

らず入札を執行したことによ

るものである。 

今後は、このようなことが

ないよう、物件調書に誤りが

ないか、技術職員も含めた複

数の職員による確認体制を強

化し、課内研修することによ

り再発防止に取り組み、適正

な事務執行に努める。 

２ 財産管理事務については、道

路変更申請を行うことで市道の

寄附や赤道の払下げ申請がされ

ることを認識していなかったた

め、本来、管理換えなどの財産

の処分及び取得に係る手続が完

了した後に道路変更申請を行う

べきところ、これに先んじて申

請をしたことによるものであ

る。 

今後は、このようなことがな

いよう、所属として関係規定に

関する正しい理解を共有すると

ともに、課内研修の実施などに

よる理解の向上を図り、また、

申請時には関係職員と情報を共

有し、必要な手続を行うことを

徹底し、道路変更申請に係る留

意点についての課内研修を行う

ことにより再発防止に取り組

み、適正な事務執行に努める。 

財産経営部庁

舎管理課 

 

 

令和４年８月

29日（令和４

年７月20日職

員調査） 

 

 

 

 

 

（不適切事項） 

支出事務において、次のと

おり誤りがあった。 

１ タクシー配車契約（単価

契約、支払額1,049,980円）

に係る令和３年９月分の支

払額3,300円について、契約

で定められた期限までに支

払を行っていなかった。 

２ 令和３年８月分インター

ネット回線使用料6,270円の

 

不適切事項の支出事務について

は、次のとおり措置した。 

１ タクシー料金の支払遅延につ

いては、進行管理が不十分であ

ったことによるものである。 

今後は、このようなことがな

いよう、進行管理表等で支払事

務の進行状況を共有し、支払期

限の把握も含め複数の職員によ

る確認体制を強化することによ
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支払に当たり、口座振替指

定日までの支出手続を行っ

ていなかった。これによ

り、前渡金受領職員公共料

金口座の残高不足が生じた

ため、同月分専用回線使用

料673,508円を支払期限より

後に支払っていた。 

り再発防止に取り組み、適正な

事務執行に努める。 

２ インターネット回線使用料の

支払遅延については、進行管理

が不十分であったことによるも

のである。 

今後は、このようなことがな

いよう、進行管理表等で支払事

務の進行状況を共有し、複数の

職員による確認体制を強化する

ことにより再発防止に取り組

み、適正な事務執行に努める。 

出先機関で認められた不適切事項又は要改善事項 

監査実施 

箇 所 名 
監査実施日 監査の結果 措置の内容 

神奈川県高津

県税事務所 

令和４年５月

９日（令和４

年４月８日職

員調査） 

（不適切事項） 

税務事務において、不動産

取得税の課税対象とならない

マンション敷地の地上権の取

得に対して不動産取得税を誤

って課税していたものが１

件、122,700 円（本税）あっ

た。 

その結果、上記の課税誤り

１件、122,700円（本税）の返

還に当たり、遅延損害金が

73,435円発生していた。 

 

不適切事項については、課税資

料となる不動産登記申請書を法務

局で収集する際に、登記情報の確

認が不十分であったことによるも

のである。 

今後は、このようなことがない

よう、新たな課税資料として法務

局で写真撮影した登記情報を追加

するとともに、課税資料収集時に

使用する調査票にマンション敷地

の権利の種類（所有権、地上権、

賃借権）を記載するチェック欄を

追加し、複数の職員による確認体

制を強化することにより再発防止

に取り組み、適正な事務執行に努

める。 

なお、令和４年度税制改正によ

り、令和５年４月からは、法務局

から不動産取得税の課税資料とな

る登記情報の電子データが提供さ

れることから、このデータのうち

所有権が移転しているもののみを

抽出し税務システムに取り込むこ

とで誤った課税資料の収集の防止

を図っていく。 

神奈川県相模

原県税事務所 

令和４年７月

21日（令和４

年４月12日職

員調査） 

（不適切事項） 

物品管理事務において、テ

レビ１台（価格86,623円）に

ついて、不用決定を行わない

 

不適切事項については、担当者

の物品の処分方法に関する理解が

不足していたことに加え、所属に
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まま処分していた。 おける確認体制が不十分であった

ことによるものである。 

今後は、このようなことがない

よう、物品管理事務のマニュアル

兼チェックリストを作成し、事務

に活用するとともに、複数の職員

による確認体制を強化することに

より再発防止に取り組み、適正な

事務執行に努める。 

神奈川県藤沢

県税事務所 

令和４年８月

23日（令和４

年２月14日職

員調査） 

（要改善事項） 

藤沢合同庁舎（以下「合同

庁舎」という。）において、

合同庁舎の庁舎管理者である

藤沢県税事務所が合同庁舎全

体を対象として警備業務を実

施している一方、合同庁舎に

入庁しているかながわ男女共

同参画センターも不審者対応

等の警備業務を実施してお

り、同一庁舎内で２つの警備

業務が別個に行われていた。

（以下令和４年 11月８日神奈

川県監査委員公表第 25号中、

第７監査の結果３⑴イのとお

り） 

 

要改善事項については、かなが

わ男女共同参画センターと協議

し、合同庁舎における警備業務に

同センターの不審者対応等を含

め、一括して令和５年４月から警

備業務を委託することとした。 

神奈川県小田

原県税事務所 

令和４年３月

11日（令和４

年１月17日職

員調査） 

（不適切事項） 

１ 税務事務において、不動

産取得税の課税対象となら

ないマンション敷地の地上

権の取得に対して不動産取

得税を誤って課税していた

ものが３件、21,800 円（本

税）あった。 

その結果、上記の課税誤

りのうち２件、14,600 円

（本税）の返還に当たり、

遅延損害金が 7,785 円発生

していた。 

２ 物品管理事務において、

令和３年９月６日に購入し

た神奈川県収入証紙、4,500

円について、印紙類出納簿

へ受入れを記載していなか

った。 

 

不適切事項については、次のと

おり措置した。 

１ 税務事務については、課税資

料となる不動産登記申請書を法

務局で収集する際に、登記情報

の確認が不十分であったことに

よるものである。 

今後は、このようなことがな

いよう、新たな課税資料として

法務局で写真撮影した登記情報

を追加するとともに、課税資料

収集時に使用する調査票にマン

ション敷地の権利の種類（所有

権、地上権、賃借権）を記載す

るチェック欄を追加し、複数の

職員による確認体制を強化する

ことにより再発防止に取り組

み、適正な事務執行に努める。 

なお、令和４年度税制改正に
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より、令和５年４月からは、法

務局から不動産取得税の課税資

料となる登記情報の電子データ

が提供されることから、このデ

ータのうち所有権が移転してい

るもののみを抽出し税務システ

ムに取り込むことで誤った課税

資料の収集の防止を図ってい

く。 

２ 物品管理事務については、収

入証紙の受入れ後、印紙類出納

簿への記載の失念及び確認体制

が不十分であったことによるも

のである。 

今後は、このようなことのな

いよう、印紙等の購入に係る精

算の伺い文書に当該印紙等の受

入れを記載した印紙類出納簿の

写しを添付するなどして、担当

職員による記載の徹底と複数の

職員による確認機会の確保を図

ることにより再発防止に取り組

み、適正な事務執行に努める。 

⑶ くらし安全防災局 

本庁機関で認められた不適切事項又は要改善事項 

監査実施 

箇 所 名 
監査実施日 監査の結果 措置の内容 

防災部危機管

理防災課 

令和４年８月

18日（令和４

年６月16日及

び同月17日職

員調査） 

（不適切事項） 

１ 予算の執行において、令

和３年４月分の電気料金

203,566円の支払遅延に係る

延滞利息224円の執行に当た

り、「（節）補償、補塡及

び賠償金」とすべきとこ

ろ、電気料金と併せて全額

を「（節）需用費」で執行

していた。 

２ 支出事務において、令和

３年４月分の電気料金

203,566円について、支払期

限までに支払を行っていな

かった。その結果、延滞利

息１件、224円を支払ってい

た。 

 

不適切事項については、次のと

おり措置した。 

１ 予算の執行については、執行

科目の認識が不足していたこと

によるものである。 

今後は、このようなことがな

いよう、予算の執行科目の理解

の徹底を図ることにより再発防

止に取り組み、適正な事務執行

に努める。 

２ 支出事務については、支払口

座の変更を申請していたもの

の、支払先による変更手続が行

われておらず、手続が完了して

いることについて、支払先への

確認が不十分であったことによ

るものである。 
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今後は、このようなことがな

いよう、グループウェアのスケ

ジュールや支払に係る進行管理

表により課内で進捗状況を共有

し、複数の職員による確認体制

を強化することにより再発防止

に取り組み、適正な事務執行に

努める。 

防災部消防保

安課 

 

令和４年８月

18日（令和４ 

年６月14日及

び同月15日職

員調査） 

 

 

 

 

 

（不適切事項） 

１ 補助金交付事務におい

て、消防団員教育研修等実

施事業費補助金１件（変更

交付決定額4,907,000円）の

交付に当たり、変更交付申

請書の受理から３月を超え

て変更交付の決定通知を行

っていた。 

２ 文書管理において、危険

物取扱者保安講習の受講履

歴の証印の押印等のため保

管していた受講者１名の免

状等が所在不明となり、書

類の管理が不適切であっ

た。 

 

不適切事項については、次のと

おり措置した。 

１ 補助金交付事務については、

進行管理が不十分であったこと

によるものである。 

今後は、このようなことがな

いよう、グループウェアのスケ

ジュールを活用して課内で進捗

状況を共有し、複数の職員によ

る進行管理を徹底することによ

り再発防止に取り組み、適正な

事務執行に努める。 

２ 文書管理については、預かっ

た免状の処理状況を記録してい

ないなど管理が不適切であった

ことによるものである。 

 今後は、このようなことがな

いよう、新たに記録簿を作成す

るなどにより収受した免状等の

適切な記録及び施錠のできる共

用キャビネットへの保管を徹底

し、また、定期的に発信すべき

文書が完了しているかを確認す

ることにより再発防止に取り組

み、適正な事務執行に努める。 

出先機関で認められた不適切事項又は要改善事項 

監査実施 

箇 所 名 
監査実施日 監査の結果 措置の内容 

神奈川県総合

防災センター 

 

 

令和４年１月

27日（令和３ 

年12月７日及

び同月８日職

員調査） 

 

 

 

（不適切事項） 

契約事務において、自動販

売機設置場所賃貸借契約２件

（契約期間：平成 29年４月１

日から令和２年３月 31 日ま

で、契約総額計 8,967,590

円）について、消費税及び地

方消費税率の引き上げに伴う

 

不適切事項については、財産管

理に係る関係規定の理解が不十分

であったことによるものである。 

今後は、このようなことがない

よう、関係規定の理解の向上を図

るとともに、複数の職員による確

認体制を強化することにより再発
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増額分に関する契約金額の変

更を行っていなかった。 

防止に取り組み、適正な事務執行

に努める。 

⑷ 国際文化観光局 

本庁機関で認められた不適切事項又は要改善事項 

監査実施 

箇 所 名 
監査実施日 監査の結果 措置の内容 

総務室 令和４年８月 

９日（令和４ 

年６月29日職 

員調査） 

（不適切事項） 

支出事務において、外国籍

県民かながわ会議（第11期第

７回）の委員報酬118,000円に

ついて、あらかじめ定めた支

払期限までに支払を行ってい

なかった。 

 

不適切事項については、委員の

欠席により、急遽、執行額を減額

したが、その後速やかに行うべき

支出命令の手続を失念したこと及

び会計管理システムでの支出未済

の確認が不十分であったことによ

るものである。 

今後は、このようなことがない

よう、支払漏れの生じないよう処

理手順を見直すとともに、支出未

済の確認を改めて徹底することに

より再発防止に取り組み、適正な

事務執行に努める。 

文化課 

 

 

令和４年８月 

９日（令和４ 

年６月30日職 

員調査） 

 

 

 

 

 

（要改善事項） 

 神奈川県立神奈川近代文学

館に寄贈された文学資料（以

下「寄贈資料」という。）に

ついて、古書等の高額な寄贈

資料の評価額が長期間にわた

り定められておらず、地方自

治法施行令第166条第２項に定

める財産に関する調書に係る

計数の正確性が担保されない

状況となっていた。 

（以下令和４年11月８日神奈

川県監査委員公表第25号中、

第７監査の結果３⑵アのとお

り） 

 

要改善事項については、神奈川

県立神奈川近代文学館の指定管理

者である公益財団法人神奈川文学

振興会と調整の上、評価スケジュ

ールの見直しを行った。 

その結果、指定管理者に対し、

令和４年度第４四半期に実施を予

定していた高額特別資料及び令和

５年度に実施を予定していた高額

書籍の評価を前倒して実施するよ

う指示し、指定管理者で前倒して

評価を行うこととした。 

⑸ スポーツ局 

本庁機関で認められた不適切事項又は要改善事項 

監査実施 

箇 所 名 
監査実施日 監査の結果 措置の内容 

ねんりんピッ

ク課 

令和４年７月

28日（令和４

年６月14日職

員調査） 

（不適切事項） 

物品管理事務において、購

入により取得した金庫１点

（価格20,520円）について、

消耗品として取り扱うべきと

ころ、備品として登録してい

 

不適切事項については、神奈川

県財務規則に定める物品の分類に

ついてチェック機能が十分働いて

いなかったことによるものであ

り、令和４年６月15日に備品台帳
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た。 を修正した。 

今後は、このようなことがない

よう、複数の職員による確認体制

を強化することにより再発防止に

取り組み、適正な事務執行に努め

る。 

出先機関で認められた不適切事項又は要改善事項 

監査実施 

箇 所 名 
監査実施日 監査の結果 措置の内容 

神奈川県立ス

ポーツセンタ

ー 

令和４年３月

11日及び同年

８月29日（令

和３年12月23

日及び同月24

日職員調査） 

（不適切事項） 

１ 予算の執行において、電

気料金の支払額からの控除

により徴収することとした

電力供給会社の破産に伴う

違約金及び損害賠償金収入

１件、679,058円について、

破産管財人宛てに相殺通知

書を発した日の属する令和

４年度の歳入として整理す

べきところ、令和３年度の

歳入としていた。 

２ 支出事務において、次の

とおり誤りがあった。 

⑴ 神奈川県立体育センタ

ー等特定事業契約（契約

期間：平成29年４月27日

から令和17年３月31日ま

で 、 契 約 総 額

21,542,116,104円）に係

る令和３年４月分から同

年６月分までのサービス

購入料80,005,887円につ

いて、契約で定められた

期限までに支払を行って

いなかった。 

⑵ 令和３年１月分から同

年３月分までの新聞購読

料ほか１件、56,751円に

ついて、政府契約の支払

遅延防止等に関する法律

に定められている期限ま

でに支払を行っていなか

った。 

 

不適切事項については、次のと

おり措置した。 

１ 予算の執行については、歳入

の所属年度に係る知識不足及び

所管課からの指摘に対する確認

が不十分であったことによるも

のである。 

今後は、このようなことがな

いよう、関係規定の理解の向上

を図るとともに、複数の職員に

よる確認体制を強化することに

より再発防止に取り組み、適正

な事務執行に努める。 

２ 支出事務については、次のと

おりである。 

⑴ 特定事業契約委託料の支払

遅延については、進行管理が

不十分であったことによるも

のである。 

今後は、このようなことが

ないよう、進行管理表を作成

し、複数の職員による確認体

制を強化することにより再発

防止に取り組み、適正な事務

執行に努める。 

⑵ 新聞購読料の支払遅延につ

いては、進行管理が不十分で

あったことによるものであ

る。 

今後は、このようなことが

ないよう、進行管理表を作成

し、複数の職員による確認体

制を強化することにより再発

防止に取り組み、適正な事務

執行に努める。 
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⑹ 環境農政局 

本庁機関で認められた不適切事項又は要改善事項 

監査実施 

箇 所 名 
監査実施日 監査の結果 措置の内容 

総務室 令和４年８月

19日（令和４

年６月27日職

員調査） 

（不適切事項）  

１ 支出事務において、第９

回内水面漁場管理委員会会

場使用料１件、3,300円につ

いて、政府契約の支払遅延

防止等に関する法律に定め

られている期限までに支払

を行っていなかった。 

２ 契約事務において、狩猟

読本の購入契約（契約額

2,586,980円）の締結に当た

り、神奈川県財務規則の規

定に基づき契約書を作成し

なければならない場合であ

ったにもかかわらず、契約

書の作成を省略していた。 

 

不適切事項については、次のと

おり措置した。 

１ 支出事務については、執行事

務の進行管理が不十分であった

ことによるものである。 

今後は、このようなことがな

いよう、作成している進行管理

表を十分活用し、複数の職員が

支払未済状況について確認を行

うことにより、また決裁文書が

他文書に紛れないよう適切な文

書管理を徹底するなど、再発防

止に取り組み、適正な事務執行

に努める。 

２ 契約事務については、執行方

法が適正かどうかの確認が不十

分であったことによるものであ

る。 

今後は、このようなことがな

いよう、契約書の作成が基本で

あるとの認識のもと、作成を省

略するときは、根拠について確

認を徹底することにより再発防

止に取り組み、適正な事務執行

に努める。 

緑政部自然環

境保全課 

令和４年８月

19日（令和４

年７月６日職

員調査） 

（不適切事項） 

契約事務において、狩猟読

本 の 購 入 契 約 （ 契 約 額

2,586,980円）の締結に当た

り、神奈川県財務規則の規定

に基づき契約書を作成しなけ

ればならない場合であったに

もかかわらず、契約書の作成

を省略していた。 

 

不適切事項については、神奈川

県財務規則の理解不足や、確認体

制の機能不全によるものである。 

今後は、このようなことがない

よう、会計事務上の手続や決裁過

程におけるチェックポイントにつ

いて職員の理解を深める研修を実

施することにより再発防止に取り

組み、適正な事務執行に努める。 

農水産部農政

課 

令和４年８月

19日（令和４

年６月27日職

員調査） 

（不適切事項） 

支出事務において、第36回

神奈川県都市農業推進審議会

の委員報酬（13名、190,000

円）の支給に当たり、附属機

 

不適切事項については、条例の

認識が不十分であったことによる

ものである。 

令和４年度の同審議会の委員報
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関の委員その他の構成員の報

酬等に関する条例に基づき令

和３年12月16日に支給すべき

ところ、同月７日に支給して

いた。 

酬支給日については、16日に変更

した。 

今後は、このようなことがない

よう、今回の不適切事項について

所属内で共有を図ることにより再

発防止に取り組み、適正な事務執

行に努める。 

農水産部農業

振興課 

令和４年８月

19日及び同年

９月14日（令

和４年６月28

日職員調査） 

（不適切事項） 

農林水産省からの依頼に基

づき、国費負担により実施さ

れている農畜産物、飼料、加

工品及び副産物等の放射性含

有実態調査に係る県内産農産

物の検査について、令和２年

度に計画していた９種類・９

検体の検査を実施していなか

ったにもかかわらず、職員が

架空の検査結果を作成し、県

ホームページ等で公表してい

た。この結果、令和３年４月

に架空データの掲載が発覚

し、上記９種類・９検体のう

ちその時点で採取可能な３種

類・３検体を改めて検査する

に当たって、県が負担する必

要がなかった検査費用43,290

円を支払っていた。 

 

不適切事項については、グルー

プ内の情報共有や進捗管理が不十

分であったことによるものであ

る。 

今後は、このようなことがない

よう、国や関係機関等からのメー

ルをグループ員相互で確認すると

ともに、業務の進捗確認のためチ

ェックシートを作成し、進捗管理

を徹底することにより再発防止に

取り組み、適正な事務執行に努め

る。 

農水産部農地

課 

令和４年８月

19日（令和４

年６月29日職

員調査） 

（不適切事項） 

支出事務において、令和３

年度農地法関係事務担当者研

修会に係る会場使用料につい

て、利用する必要がなくなっ

た会場の予約取消しを行わな

かったため、キャンセル料１

件、19,800円を支払ってい

た。 

 

不適切事項については、有料会

場使用申込に伴う経理事務手続に

ついての認識不足及び所属内の確

認体制が不十分であったことによ

るものである。 

今後は、このようなことがない

よう、有料会場の使用申込に当た

っては、グループウェアのスケジ

ュールにキャンセル料の発生期限

を記載し、複数の職員による確認

体制を強化することにより再発防

止に取り組み、適正な事務執行に

努める。 

農水産部畜産

課 

令和４年８月

19日（令和４

年６月30日職

員調査） 

（不適切事項） 

予算の執行において、県央

地域県政総合センターが発注

する豚熱防疫作業要員バス運

 

不適切事項については、財務規

則等の関係規定の理解が不十分で

あったことによるものである。 
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行管理委託契約ほか１件（契

約額計11,718,420円）に係る

予算について、 「（節）使用

料及び賃借料」とすべきとこ

ろ、「（節）役務費」として

再配当していた。これによ

り、同センターが誤った節で

執行していた。 

今後は、このようなことがない

よう、関係規定の理解の向上を図

り、根拠を明確にした上で関係部

署との情報共有を徹底することに

より再発防止に取り組み、適正な

事務執行に努める。 

農水産部水産

課 

 

 

令和４年８月

19日（令和４

年７月１日職

員調査） 

 

 

 

 

 

（不適切事項） 

財産管理事務において、小

田原漁港区域内の蓄養水面の

一部の占用許可について、水

産課長通知に定める協議を適

切に行わないまま占用料を免

除しているものがあった。 

 

不適切事項については、文書に

よる事務処理の原則についての認

識が十分ではなかったため、当課

及び西部漁港事務所の口頭協議に

よる合意をもって、文書協議を不

要としたことによる。 

今後は、このようなことがない

よう、神奈川県行政文書管理規程

を確認し、文書による事務処理の

原則に従うことにより再発防止に

取り組み、適正な事務執行に努め

る。 

出先機関で認められた不適切事項又は要改善事項 

監査実施 

箇 所 名 
監査実施日 監査の結果 措置の内容 

神奈川県自然

環境保全セン

ター 

令和４年５月

19日（令和４

年５月18日及

び同月19日職

員調査） 

（不適切事項） 

１ 収入事務において、元箱

根園地の施設維持管理業務

の受託者との間で締結した

協定により、受託者が支払

うこととされている国有財

産使用料相当額１件、

1,100,016円について、調定

が３月を超えて遅れてい

た。 

２ 支出事務において、次の

とおり誤りがあった。 

⑴ カラープリンター用ト

ナーの購入代１件40,672 

円について、政府契約の

支払遅延防止等に関する

法律に定められている期

限までに支払を行ってい

なかった。 

⑵ 県民協働型登山道維持

管理協定に基づく活動負

 

不適切事項については、次のと

おり措置した。 

１ 収入事務については、進行管

理が不十分であったことによる

ものである。 

今後は、このようなことがな

いよう、進行管理表を共有して

複数の職員による確認を行うと

ともに、管理職による確認も徹

底することにより再発防止に取

り組み、適正な事務執行に努め

る。 

２ 支出事務については、次のと

おりである。 

⑴ カラープリンター用トナー

の購入代の支払遅延について

は、進行管理が不十分であっ

たことによるものである。 

  今後は、このようなことが

ないよう、進行管理表を作成
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担金の交付に当たり、県

民協働型登山道維持管理

補修事業実施要領におい

て、同負担金の交付対象

となる重点整備路線とし

て定めていない２路線

（ヤビツ峠大山線及び菩

提峠ヤビツ峠線）につい

て、協定を締結し、負担

金627,000円を支出して

いた。 

３ 財産管理事務において、

共架電線（共架する電柱４

本）に係る行政財産の使用

許可について、事業者が許

可申請せずに設置している

ことを設置から10年以上経

過した令和３年５月に認識

したため、不当利得返還請

求権に基づく使用許可前の

期間に係る使用料相当額 

89,332円のうち13,599円に

ついて、事業者の消滅時効

援用により徴収できなかっ

た。 

し、複数の職員による確認を

行うことにより再発防止に取

り組み、適正な事務執行に努

める。 

⑵ 県民協働型登山道維持管理

協定に基づく活動負担金の交

付対象となる重点整備路線で

はない２路線について同負担

金を交付していたことについ

ては、所内では新たに重点整

備路線へ位置付けることを合

意していたものの、そのため

に必要な県民協働型登山道維

持管理補修事業実施要領の運

用について（以下「運用」と

いう。）の改正を失念してい

たことによるものであり、令

和４年10月18日付けで運用の

改正を行い、重点整備路線と

して位置付けた。 

  今後は、このようなことが

ないよう、負担金の処理事務

等において、要領等の記載と

の照合確認を徹底することに

より再発防止に取り組み、適

正な事務執行に努める。 

３ 財産管理事務については、管

理する財産の確認が不十分であ

ったことによるものである。 

 今後は、このようなことがな

いよう、管理する財産の現状把

握を定期的に行うことにより再

発防止に取り組み、適正な事務

執行に努める。 

神奈川県横浜

川崎地区農政

事務所 

令和４年４月

18日及び同年

８月24日（令

和４年３月７

日職員調査） 

（不適切事項） 

契約事務において、廃棄物

処理業務委託契約（単価契

約、契約期間：令和３年４月

１日から令和４年３月31日ま

で）の締結に当たり、契約日

が令和３年４月28日であるに

もかかわらず、契約の効力に

ついて遡及条項を設けること

なくその効力を遡及させてい

た。 

 

不適切事項については、遡及条

項に係る確認が不十分であったこ

とによるものである。  

今後は、このようなことがない

よう、契約の効力に係る遡及条項

を確認することにより再発防止に

取り組み、適正な事務執行に努め

る。 
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神奈川県農業

技術センター

北相地区事務

所 

令和４年２月

15日（令和３

年12月20日職

員調査） 

（不適切事項） 

契約事務において、危険ブ

ロック塀改修工事契約（契約

額2,497,000円）及び微量製茶

工場外壁改修工事契約（契約

額1,803,136円）の締結に当た

り、神奈川県財務規則の規定

に基づき契約書を作成しなけ

ればならない場合であったに

もかかわらず、契約書の作成

を省略していた。 

 

不適切事項については、契約に

関する規定の理解が不十分であっ

たことによるものである。 

今後は、このようなことがない

よう、関係規定の理解の向上を図

るとともに、会計事務に係る規定

や知識を組織として共有できるよ

う、根拠規定の記載や添付を行

い、複数の職員による確認体制を

強化することにより再発防止に取

り組み、適正な事務執行に努め

る。 

神奈川県農業

技術センター

三浦半島地区

事務所 

令和４年２月

15日（令和３

年12月21日職

員調査） 

（不適切事項） 

財産管理事務において、共

架柱７本に係る行政財産の使

用許可について、事業者が許

可申請せずに設置しているこ

とを設置から10年以上経過し

た令和３年５月及び同年７月

に認識したため、不当利得返

還請求権に基づく使用許可前

の期間に係る使用料相当額

197,290円のうち79,770円につ

いて、事業者の消滅時効援用

により徴収できなかった。 

 

不適切事項については、管理す

る財産の現状確認及び財産管理事

務に係る関係規定の理解が不十分

であったことによるものである。 

今後は、このようなことがない

よう、複数の職員による財産の現

状把握を定期的に行うことを徹底

するとともに関係規定の理解向上

を図ることにより再発防止に取り

組み、適正な事務執行に努める。 

神奈川県農業

技術センター

足柄地区事務

所 

令和４年２月

15日（令和３

年12月22日職

員調査） 

（不適切事項） 

１ 収入事務において、行政

財産の使用許可に係る土地

使用料４件、45,636円につ

いて、調定を行っていなか

った。 

２ 財産管理事務において、

次のとおり誤りがあった。 

⑴ 行政財産の使用許可１

件について、行政財産の

用途又は目的を妨げない

限度における使用に係る

使用料に関する条例の一

部改正に伴う使用料の改

定に係る変更許可を行っ

ていなかった。 

⑵ 行政財産の使用許可の

手続を行わないまま電柱

に通信線が共架されてい

 

不適切事項については、次のと

おり措置した。 

１ 収入事務については、進行管

理を疎かにしたことによるもの

であり、４件については令和４

年３月15日、同月18日及び同月

24日に収入した。 

今後は、このようなことのな

いよう、進行管理表を作成して

複数の職員でチェックすること

により再発防止に取り組み、適

正な事務執行に努める。 

２ 財産管理事務については、次

のとおり措置した。 

⑴ 変更許可を行っていなかっ

たことについては、条例改正

に伴う事務手続の認識不足に

よるものであり、令和４年２
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るものがあった。これに

より、令和３年度の共架

電線に係る使用料４件、

5,280円が徴収不足であ

った。 

月18日付けで変更許可を行っ

た。 

今後は、このようなことの

ないよう、財産に関する手続

や法令等の理解を深めること

により再発防止に取り組み、

適正な事務執行に努める。 

⑵ 使用許可の手続を行わない

まま通信線が共架されていた

ことについては、管理する財

産についての確認不足による

ものであり、令和４年３月30

日付けで使用許可を行い、徴

収不足分については同年７月

11日に収納した。 

今後は、このようなことの

ないよう、年２回を最低回数

として現状把握を行い所属長

に報告することにより再発防

止に取り組み、適正な事務執

行に努める。 

神奈川県畜産

技術センター 

令和４年２月

28日及び同年

９月９日（令

和４年１月13

日職員調査） 

（不適切事項）  

契約事務において、次のと

おり誤りがあった。 

１ 子豚用配合飼料の購入契

約（単価契約、概算総価額

2,698,410円）の締結に当た

り、神奈川県財務規則に定

める随意契約によることが

できる額を超えていること

から、競争入札により契約

者を決定すべきところ、一

者随意契約を行っていた。

また、同規則の規定に基づ

き契約書を作成しなければ

ならない場合であったにも

かかわらず、契約書の作成

を省略していた。  

２ 豚配合飼料売買契約（支

払額３件、6,163,971円）の

履行確認に当たり、神奈川

県財務規則に基づき検査調

書を作成しなければならな

い場合に該当するにもかか

わらず、これを作成してい

 

不適切事項の契約事務について

は、次のとおり措置した。 

１ 子豚配合飼料の購入契約を競

争入札とすべきところ、一者随

意契約としていたこと及び契約

書の作成を省略していたことに

ついては、神奈川県財務規則に

関する理解や複数職員による確

認が不十分であったことによる

ものである。 

今後は、このようなことがな

いよう、同規則の理解の向上を

図るとともに、随意契約とする

理由及び契約書の作成の必要性

について、管理職を含め複数の

職員で確認することにより、再

発防止に取り組み、適正な事務

執行に努める。 

２ 豚配合飼料売買契約の検査調

書を作成していなかったことに

ついては、神奈川県財務規則に

関する理解や複数職員による確

認が不十分であったことによる
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なかった。 ものである。 

今後は、このようなことがな

いよう、同規則の理解の向上を

図るとともに、支出命令伺いの

際に、検査調書作成について管

理職を含め複数の職員による確

認を強化することにより再発防

止に取り組み、適正な事務執行

に努める。 

神奈川県水産

技術センター 

令和４年３月

16日（令和４

年３月15日及

び同月16日職

員調査） 

（不適切事項） 

１ 支出事務において、令和

３年４月分のひかり電話機

器使用料1,650円の支払に当

たり、口座振替指定日まで

の支出手続を行っていなか

った。これにより、前渡金

受領職員公共料金口座の残

高不足が生じたため、同月

分のインマルサット料金

2,500円を支払期限より後に

支払っていた。  

２ 財産管理事務において、

行政財産の使用許可の手続

を行わないまま電柱に通信

線が共架されているものが

あった。これにより、令和

３年度の共架電線に係る使

用料４件、4,360円が徴収不

足であった。 

 

不適切事項については、次のと

おり措置した。 

１ 支出事務については、進行管

理が不十分であったことによる

ものである。 

今後は、このようなことがな

いよう、複数職員による支出手

続に係る進行管理表の確認を徹

底することにより再発防止に取

り組み、適正な事務執行に努め

る。 

２ 財産管理事務については、管

理する財産の確認が不十分であ

ったことによるものであり、令

和４年９月28日に使用許可を行

い、徴収不足分については令和

５年１月５日に収入した。 

今後は、このようなことがな

いよう、管理する財産の現状把

握を定期的に行うことにより再

発防止に取り組み、適正な事務

執行に努める。 

神奈川県水産

技術センター

相模湾試験場 

令和４年３月

16日（令和４

年３月11日職

員調査） 

（不適切事項） 

契約事務において、ユビキ

タス魚探ほかの購入契約（契

約額6,461,400円）について、

入札不調による随意契約の締

結に当たり、神奈川県財務規

則運用通知に定める見積合せ

を省略できる要件に該当しな

いにもかかわらず、一者随意

契約を行っていた。 

 

不適切事項については、見積合

せが必要であるという認識が不足

していたこと及び決裁過程におけ

るチェック機能が働かなかったこ

とによるものである。 

今後は、このようなことがない

よう、全所属職員に対して、今回

の不適切事項の内容を周知し関係

規定の理解向上を図るとともに、

執行の際は「入札、契約事務の手

引き」等根拠資料を添付し複数の

職員で確認することにより再発防
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止に取り組み、適正な事務執行に

努める。 

神奈川県東部

漁港事務所 

令和４年６月

30日（令和４

年２月22日職

員調査） 

（不適切事項）  

契約事務において、三崎漁

港巡視及び給水・給電施設利

用料徴収に関する業務委託

（契約額4,009,500円）につい

て、再度入札の不調による随

意契約の締結に当たり、神奈

川県財務規則運用通知に定め

る見積合せを省略できる要件

に該当しないにもかかわら

ず、一者随意契約を行ってい

た。 

 

不適切事項については、神奈川

県財務規則運用通知について誤っ

た認識をしていたため、決裁過程

におけるチェック機能も働かなか

ったことによるものである。 

今後は、このようなことがない

よう、所属として同運用通知等に

対する正しい理解を共有し、財務

規則等の確認を徹底するととも

に、決裁の過程において、手続の

根拠となる資料を添付し、複数の

職員による確認体制を強化するこ

とにより再発防止に取り組み、適

正な事務執行に努める。 

神奈川県西部

漁港事務所 

 

 

令和４年３月

22日及び同年

８月22日（令

和４年２月７

日及び同月８

日職員調査） 

 

 

 

 

 

（不適切事項） 

１ 契約事務において、県営

漁港整備事業（県単）本

港・新港アンカーチェーン

交換工事契約（契約額 

14,419,900円）について、

事前公募の対象となる専門

的知識、経験、特殊な技術

等を有することが必要不可

欠な業務であるとは認めら

れないため、競争入札を実

施すべきところ、事前公募

を行い、所属が予定してい

た事業者と一者随意契約を

締結していた。 

２ 財産管理事務において、

次のとおり誤りがあった。 

⑴ 小田原漁港の漁港施設

の占用許可に当たり、申

請を受けた施設のうち支

線１本の許可を行ってい

ないものがあった。 

⑵ 小田原漁港区域内の蓄

養水面の一部の占用許可

について、水産課長通知

に定める協議を適切に行

わないまま占用料を免除

しているものがあった。 

 

不適切事項については、次のと

おり措置した。 

１ 契約事務については、事前公

募の対象についての認識が不足

であったことによるものであ

る。 

今後は、このようなことがな

いよう、所属職員に今回の不適

切事項の内容を周知し関係規定

の理解向上を図るとともに、類

似案件について会計局の指導を

仰ぎ、競争入札か事前公募かを

判断することにより再発防止に

取り組み、適正な事務執行に努

める。 

２ 財産管理事務については、次

のとおりである。 

⑴ 申請を受けた施設のうち支

線１本の許可を行っていなか

ったことについては、担当者

が許可書への記載を失念した

こと及び決裁過程においても

誤りが見過ごされていたこと

によるものである。 

今後は、このようなことが

ないよう、複数の職員による

確認を徹底することにより再



22 

 

３ 物品管理事務において、

自動体外式除細動器１台

（価格315,000円）につい

て、不用決定が３月を超え

て遅れていた。 

４ 文書の管理において、令

和２年度から令和３年度ま

での間に、消防・防災設備

点検業務に係る支払関係書

類など計 18点を紛失してい

た。 

発防止に取り組み、適正な事

務執行に努める。 

⑵ 蓄養水面の占用許可につい

て、協議を適切に行わないま

ま占用料を免除していたこと

については、関係者間の口頭

協議で合意が成立しており、

水産課長まで了解済みであっ

たことから、文書等による協

議は不要であると誤認したこ

とによるものである。 

今後は、このようなことが

ないよう、神奈川県行政文書

管理規程に基づき、事務は文

書等による処理が原則である

ことを肝に銘じ、文書等によ

る協議を確実に行うことによ

り再発防止に取り組み、適正

な事務執行に努める。また、

決裁過程において、令和４年

11月29日改正の水産課長通知

に基づき、適正な処理に努め

る。 

３ 物品管理事務については、担

当者の手続失念及び所属として

のチェック体制が不十分であっ

たことによるものである。 

今後は、このようなことがな

いよう、複数の職員による備品

の確認を定期的に行い、台帳の

時点修正を行うことにより再発

防止に取り組み、適正な事務執

行に努める。 

４ 文書の管理については、所属

の文書管理体制が不十分であっ

たこと及びその重要性について

の認識が不十分であったことに

よるものである。 

  今後は、このようなことがな

いよう、適正な文書管理の重要

性について改めて強く認識する

とともに、キャビネット内の整

理を行い文書管理の環境改善を

図ること、さらに、原則、事務

処理時以外は支出関係書類を所
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定フォルダから持ち出さないこ

ととする従来の運用について、

支出関係書類を持ち出す際及び

戻す際は執行担当者間で情報共

有を図ることとし、取組を強化

することなどにより再発防止に

取り組み、適正な事務執行に努

める。 

⑺ 福祉子どもみらい局 

本庁機関で認められた不適切事項又は要改善事項 

監査実施 

箇 所 名 
監査実施日 監査の結果 措置の内容 

総務室 令和４年８月

26日（令和４

年６月30日職

員調査） 

（不適切事項） 

 契約事務において、令和３

年度保育実技講習会業務委託

契約ほか１件（契約額計

28,269,670円）について、研

修実施方法や受講者数を変更

していたにもかかわらず、契

約を変更していなかった。 

 

不適切事項については、変更契

約の必要性に関する認識はあった

ものの、新年度予算に係る契約準

備行為等で繁忙となっていたこ

と、業務の進捗状況の確認及び補

助する体制が十分でなかったこと

によるものである。 

今後は、このようなことがない

よう、朝ミーティングやグループ

ウェアのスケジュール機能の活用

などにより、進捗状況の見える化

を図り、加えて職員間の協力体制

を強化して、再発防止に取り組

み、適正な事務執行に努める。 

福祉部高齢福

祉課 

令和４年８月

26日（令和４

年７月14日職

員調査） 

（不適切事項） 

 支出事務において、神奈川

県新型コロナウイルス感染症

緊急包括支援事業（介護分）

審査業務等委託契約（契約額 

70,482,500円）に係る増額変

更分（概算払）17,200,150円

について、契約で定められた

期限までに支払を行っていな

かった。 

 

不適切事項については、進行管

理が不十分であったこと及び請求

書の疑義についての確認に時間を

要したことによるものである。 

今後は、このようなことがない

よう、委託先の支払に関する進捗

管理について進行管理表を作成

し、グループミーティングの際、

担当者、グループリーダーを含め

複数名の職員と支払情報を共有す

ることで、進行管理の徹底を図る

とともに、請求書に疑義が生じた

際は確認期限を設け、その期限ま

でに疑義を解消することにより再

発防止に取り組み、適正な事務執

行に努める。 
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福祉部障害福

祉課 

令和４年８月

26日（令和４

年７月13日職

員調査） 

（不適切事項） 

 支出事務において、次のと

おり誤りがあった。 

１  図書の購入代１件、

33,990円について、政府契

約の支払遅延防止等に関す

る法律に定められている期

限までに支払を行っていな

かった。 

２ 神奈川県障害者施策審議

会に係る会場使用料につい

て、利用する必要がなくな

った会場の予約取消しを行

わなかったため、キャンセ

ル料２件、29,700円を支払

っていた。 

 

不適切事項の支出事務について

は、次のとおり措置した。 

１ 図書の購入代に係る支払遅延

については、所属担当者が総務

室に請求書を持ち込むことを失

念したこと、処理状況等につい

て所管グループ内で共有してい

なかったことによるものであ

る。 

今後は、このようなことがな

いよう、朝夕ミーティングや共

有スケジュールを利用し、グル

ープ内での処理状況の共有を徹

底することにより再発防止に取

り組み、適正な事務執行に努め

る。 

２ 神奈川県障害者施策審議会に

係る会場使用料については、会

議室の予約取消しを所属担当者

が失念したこと、処理状況等に

ついてグループ全体で共有され

ていなかったことによるもので

ある。 

今後は、このようなことがな

いよう、朝夕ミーティングや共

有スケジュールを利用し、グル

ープ内での情報共有を徹底する

ことにより再発防止に取り組

み、適正な事務執行に努める。 

福祉部障害サ

ービス課 

令和４年８月

26日（令和４

年７月12日職

員調査） 

（不適切事項） 

１ 予算の執行において、

（細事業）津久井やまゆり

園新築工事費（予算現額

2,160,925,445円）につい

て、令和３年度２月補正予

算において、「（節）委託

料」については3,258千円の

減額、「（節）工事請負

費」については540,742千円

の減額とすべきところ、予

算編成支援システムへの入

力を誤り、「（節）委託

料」については540,742千円

の減額、「（節）工事請負

 

不適切事項については、次のと

おり措置した。 

１ 予算の執行については、所属

としての進行管理及びチェック

機能が働いていなかったことに

よるものである。 

今後は、このようなことがな

いよう、節別内訳書等を複数の

職員でチェックすることを改め

て徹底し、入力誤りを防ぐこと

により再発防止に取り組み、適

正な事務執行に努める。 

２ 収入事務については、担当者

の手続の失念及び所属としての
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費」については3,258千円の

減額と誤って計上してい

た。そして、その誤りを修

正するため、地方自治法施

行令の規定に反して、会計

年度経過後の令和４年５月

に、「（節）工事請負費」

から「（節）委託料」に

537,483,800円の予算流用を

行っていた。 

２ 収入事務において、行政

財産の使用許可に係る使用

料15件、327,298円につい

て、調定が３月を超えて遅

れていた。 

３ 契約事務において、令和

３年度における津久井やま

ゆり園の管理に関する協定

ほか１件（指定管理料計

484,391,500円、協定期間：

令和３年８月１日から令和

４年３月31日まで）の締結

に当たり、会計局長通知に

よる契約書作成日の特例に

該当しないにもかかわら

ず、協定締結日である令和

３年８月24日から遡及して

同年８月１日から協定の効

力が生じることとしてい

た。 

４ 財産管理事務において、

電柱の設置などのための行

政財産の使用許可に当た

り、行政財産の用途又は目

的を妨げない限度における

使用に係る使用料に関する

条例の一部改正に伴う行政

財産の使用許可の変更につ

いて、令和３年４月１日ま

でに変更許可すべきとこ

ろ、同年８月31日に許可を

行っているものが１件、同

年12月１日に許可を行って

いるものが17件あった。 

また、行政財産の使用許

進行管理及びチェック機能が働

いていなかったことによるもの

である。 

今後は、このようなことがな

いよう、手続の対応状況を表に

まとめ複数の職員で共有、相互

に確認し、手続の遅れを防ぐこ

とにより再発防止に取り組み、

適正な事務執行に努める。 

３ 契約事務については、協定締

結の着手が遅れたことや、年度

途中に締結する協定書にも遡及

条項が適用されると誤認したこ

とによるものである。 

今後は、このようなことがな

いよう、グループの執行状況管

理表に対応状況を入力し、複数

人で確認を行うことにより再発

防止に取り組み、適正な事務執

行に努める。 

４ 財産管理事務については、担

当者の手続の失念及び所属とし

ての進行管理及びチェック機能

が働いていなかったことによる

ものである。 

今後は、このようなことがな

いよう、手続の対応状況を表に

まとめ複数の職員で共有、相互

に確認し、手続の遅れを防ぐこ

とにより再発防止に取り組み、

適正な事務執行に努める。 
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可の更新２件について、令

和３年４月１日までに更新

許可すべきところ、これを

行わなかったため、許可が

ないまま電柱等が設置され

ていた。なお、その後、同

年８月31日に翌日を始期と

する許可を行っていた。 

福祉部生活援

護課 

 

 

令和４年８月

26日（令和４

年７月11日職

員調査） 

 

 

 

 

 

（不適切事項） 

契約事務において、神奈川

県生活保護総合情報システム

の再構築に係る業務委託契約

（契約総額51,698,900円、契

約期間：令和２年11月16日か

ら令和４年１月31日まで）に

ついて、予定価格が3,000万円

以上であったことなどから、

地方公共団体の物品等又は特

定役務の調達手続の特例を定

める政令の規定が適用される

契約に係る入札手続により行

うべきところ、誤ってプロポ

ーザル方式により受託者を決

定し、随意契約を行ってい

た。 

 

不適切事項については、受託業

者の決定過程において、入札制度

の確認が不十分であったことによ

るものである。 

今後は、このようなことがない

よう、会計担当者職務研修などを

受講することで関係規定の理解の

向上を図るとともに、主任・副主

任を決めて、複数の職員による確

認体制を強化することにより再発

防止に取り組み、適正な事務執行

に努める。 

出先機関で認められた不適切事項又は要改善事項 

監査実施 

箇 所 名 
監査実施日 監査の結果 措置の内容 

神奈川県立か

ながわ男女共

同参画センタ

ー 

令和４年２月

15日（令和３

年12月21日及

び同月22日職

員調査） 

（不適切事項） 

 財産管理事務において、電

力柱の設置などに係る普通財

産の貸付８件について、事業

者が貸付申請せずに設置して

いることを設置時から10年以

上経過した令和３年３月に認

識したため、不当利得返還請

求権に基づく貸付手続前の期

間に係る貸付料相当額375,494

円のうち210,895円について、

事業者の消滅時効援用により

徴収できなかった。 

（要改善事項） 

 藤沢合同庁舎（以下「合同

庁舎」という。）において、

合同庁舎の庁舎管理者である

 

不適切事項については、管理す

る財産の確認が不十分であったこ

とによるものである。 

今後は、このようなことがない

よう、管理する財産の現状把握を

定期的に行うことにより再発防止

に取り組み、適正な事務執行に努

める。 

 

要改善事項については、藤沢県

税事務所と協議し、令和５年４月

から藤沢県税事務所が一括して警

備業務委託を契約することとし

た。 
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藤沢県税事務所が合同庁舎全

体を対象として警備業務を実

施している一方、合同庁舎に

入庁しているかながわ男女共

同参画センターも不審者対応

等の警備業務を実施してお

り、同一庁舎内で２つの警備

業務が別個に行われていた。

（以下令和４年11月８日神奈

川県監査委員公表第25号中、

第７監査の結果３⑴イのとお

り） 

神奈川県中央

児童相談所 

令和４年６月

１日（令和４

年３月18日職

員調査） 

（不適切事項） 

 支出事務において、児童一

時保護委託費（施設委託費及

び 里 親 委 託 費 ） ９ 件 、

1,301,531円について、政府契

約の支払遅延防止等に関する

法律に定められている期限ま

でに支払を行っていなかっ

た。その結果、遅延利息１

件、300円を支払っていた。 

 

不適切事項については、進行管

理が不十分であったことによるも

のである。 

今後は、このようなことがない

よう、請求書受領時に管理課に写

しを提出し、事業課と経理担当課

が支払期限を相互に確認すること

により再発防止に取り組み、適正

な事務執行に努める。 

神奈川県平塚

児童相談所 

令和４年５月

30日（令和４

年２月３日職

員調査） 

（不適切事項） 

 支出事務において、ＵＳＢ

メモリー購入代１件、5,742円

の支払について、支出負担行

為に係る伺いにより事前に決

裁を得て執行すべきところ、

これを行わず、職員が立て替

えて支払っていた。 

 

不適切事項については、神奈川

県財務規則の理解が不十分であっ

たことによるものである。 

今後は、このようなことがない

よう、所内幹部に今回の事案を周

知し、同規則に対する正しい理解

を共有するとともに、幹部職員及

び管理課職員間で事案を継承して

いくことにより再発防止に取り組

み、適正な事務執行に努める。 

神奈川県鎌倉

三浦地域児童

相談所 

令和４年９月

５日（令和４

年２月２日職

員調査） 

（不適切事項） 

契約事務において、産業廃

棄物収集運搬及び処分委託契

約（単価契約、概算総価額

47,600円）の締結に当たり、

履行遅滞に係る違約金の率及

び賠償金等の徴収に係る遅延

利息の率について、神奈川県

財務規則第33条第１項で定め

られた率である年2.6％とすべ

きところ、年2.5％としてい

た。 

 

不適切事項については、神奈川

県財務規則の理解が不十分であっ

たことによるものである。 

今後は、このようなことがない

よう、関係規定の理解の向上を図

るとともに、決裁文書に執行内容

の根拠を示す資料その他参考とな

る資料を添付し、複数の職員によ

る確認をより的確に行うことによ

り再発防止に取り組み、適正な事

務執行に努める。 



28 

 

神奈川県立子

ども自立生活

支援センター 

令和４年９月

14日（令和４

年３月10日及

び同月11日職

員調査） 

（不適切事項） 

１ 予算の執行において、設

置工事を含むコロナ対策用

見守りカメラ購入代１件、

169,741円の執行に当たり、

カ メ ラ 監 視 シ ス テ ム

（56,375円）については

「（節）備品購入費」とす

べ き と こ ろ 、 全 額 を

「（節）需用費」で執行し

ていた。 

２ 支出事務において、令和

３年６月分のインターネッ

ト回線利用料11,440円の支

払に当たり、口座振替指定

日までの支出手続を行って

いなかった。これにより、

前渡金受領職員口座の残高

不足が生じたため、同年６

月分のプロバイダー接続サ

ービス利用料12,760円を支

払期限より後に支払うこと

となり、その結果、延滞利

息64円を支払っていた。 

３ 契約事務において、設置

工事を含むコロナ対策用見

守りカメラの購入（契約額

169,741円）に当たり、神奈

川県財務規則運用通知に定

める見積合せを省略できる

要件に該当しないにもかか

わらず、一者随意契約を行

っていた。 

４ 健康保険法に基づく保険

医療機関としての指定を受

けている所内の診療所につ

いて、保険医療機関及び保

険薬局の指定並びに保険医

及び保険薬剤師の登録に関

する省令の規定に反し、診

療所に保険医療機関である

旨の標示を行っていなかっ

た。 

 

不適切事項については、次のと

おり措置した。 

１ 予算の執行については、執行

科目に対する理解が不足してい

たことによるものであり、令和

４年３月17日に科目更訂を行っ

た。 

今後は、このようなことがな

いよう、今回の事例を所内に周

知し、関係規定の理解の向上を

図ることにより再発防止に取り

組み、適正な事務執行に努め

る。 

２ 支出事務については、進行管

理が不十分であったことによる

ものである。 

 今後は、このようなことがな

いよう、グループウェアのスケ

ジュール機能を活用し、請求書

到着から口座振替指定日までの

期間が短い案件について、担当

者と決裁者が処理期限を共有す

ることにより再発防止に取り組

み、適正な事務執行に努める。 

３ 契約事務については、神奈川

県財務規則運用通知に対する理

解が不足していたことによるも

のである。 

 今後は、このようなことがな

いよう、今回の事例を所内に周

知し、関係規定の理解の向上を

図ることにより再発防止に取り

組み、適正な事務執行に努め

る。 

４ 所内の診療所に保険医療機関

である旨の標示を行っていなか

ったことについては、関係法令

の理解が不十分であったことに

よるものであり、令和４年７月

11日に正面玄関及び診療所待合

廊下の４か所に保険医療機関で

ある旨の標示を行った。 

 今後は、このようなことがな

いよう、今回の事例を所内に周
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知するとともに、国の機関にも

確認しながら再発防止に取り組

み、適正な事務執行に努める。 

神奈川県立お

おいそ学園 

令和４年４月

26日（令和４

年３月８日職

員調査） 

（不適切事項） 

１ 予算の執行において、令

和３年度に調定した過年度

分の給食費の立替収入１

件、6,160円について、(款)

諸収入(項)立替収入(目)民

生立替収入とすべきとこ

ろ、(款)諸収入(項)雑入

(目)雑入で収入していた。 

２ 契約事務において、令和

３年度における賄材料の購

入契約（単価契約、概算総

価額2,312,968円）の締結に

当たり、履行遅滞に係る違

約金の率及び賠償金等の徴

収に係る遅延利息の率につ

いて、神奈川県財務規則第

33条第１項に基づき定めら

れた率である年2.6％とすべ

きところ、年2.5％としてい

た。 

 

不適切事項については、次のと

おり措置した。 

１ 予算の執行については、執行

科目の確認が不十分であったこ

とに加えて、決裁過程における

チェック機能も働いていなかっ

たことによるものであり、令和

４年４月19日に科目更訂を行っ

た。 

 今後は、このようなことがな

いよう、誤りの内容を所属内で

共有し、関係規定の理解の向上

を図るとともに、複数の職員に

よる確認体制を強化することに

より再発防止に取り組み、適正

な事務執行に努める。 

２ 契約事務については、改正後

の遅延利息を適用すべき時期を

誤認していたことに加え、決裁

過程における確認が不十分であ

ったことによるものである。 

 今後は、このようなことがな

いよう、所属内で契約事務に係

る理解の向上を図るとともに、

担当者が関係法令・通知等を契

約伺い文書に添付することで、

複数の職員による確認体制を強

化することにより再発防止に取

り組み、適正な事務執行に努め

る。 

神奈川県立総

合療育相談セ

ンター 

令和４年８月

29日（令和４

年３月17日職

員調査） 

（不適切事項） 

 支出事務において、冷凍冷

蔵庫賃貸借契約（長期継続契

約、契約総額439,668円、契約

期間：平成28年７月１日から

令和４年３月31日まで）に係

る令和３年６月分の支払額

6,372円について、契約で定め

られた期限までに支払を行っ

ていなかった。 

 

不適切事項については、進行管

理が不十分であったことによるも

のである。 

今後は、このようなことがない

よう、進行管理表や会計管理シス

テムの回議状況を複数の職員で確

認することにより再発防止に取り

組み、適正な事務執行に努める。 
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神奈川県立中

井やまゆり園 

令和４年４月

18日（令和４

年３月３日職

員調査） 

（不適切事項） 

１ 契約事務において、空調

設備等運転及び保守管理業

務 委 託 契 約 （ 契 約 額

8,734,000 円）について、

再度入札の不調による随意

契約の締結に当たり、神奈

川県財務規則運用通知に定

める見積合せを省略できる

要件に該当しないにもかか

わらず、一者随意契約を行

っていた。 

２ 歳計外現金事務におい

て、理学療法士の謝礼等に

係る所得税及び復興特別所

得税１件、19,951円につい

て、法定納期限内に納付を

行っていなかった。 

 

不適切事項については、次のと

おり措置した。 

１ 契約事務については、神奈川

県財務規則運用通知の理解が不

十分であったことによるもので

ある。 

今後は、このようなことがな

いよう、関係規定の理解の向上

を図るとともに、事務処理の際

は入札から契約までのフロー図

を添付し確認を強化することに

より再発防止に取り組み、適正

な事務執行に努める。 

２ 歳計外現金事務については、

事務処理期間の認識不足及び所

属内での連携及び処理状況の確

認が不十分であったことによる

ものである。 

今後は、このようなことがな

いよう、管理課職員に不適切事

項の周知を行い、事務処理期間

の認識を正すとともに、複数の

職員がチェックリストによる処

理状況の確認を徹底することに

より再発防止に取り組み、適正

な事務執行に努める。 

⑻ 健康医療局 

本庁機関で認められた不適切事項又は要改善事項 

監査実施 

箇 所 名 
監査実施日 監査の結果 措置の内容 

総務室 令和４年８月

22日（令和４

年７月４日職

員調査） 

（不適切事項） 

１ 支出事務において、令和

３年４月分の電話料金

36,941円について、支払期

限までに支払を行っていな

かった。 

２ 歳計外現金事務におい

て、平成31年度七沢リハビ

リテーション病院敷地内国

有地の土地所在図及び地積

測量図作成業務委託ほか４

件に係る所得税及び復興特

別所得税５件、計180,121円

について、法定納期限内に

 

不適切事項については、次のと

おり措置した。 

１ 支出事務については、支払完

了に係る確認が不十分であった

ことによるものである。 

今後は、このようなことがな

いよう、執行状況管理表を作成

し、複数の職員による確認を徹

底することにより再発防止に取

り組み、適正な事務執行に努め

る。 

２ 歳計外現金事務については、

個人事業者である受注者を法人
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源泉徴収及び納付を行って

いなかった。その結果、延

滞税1,000円の賦課決定を受

けて同額を納付していた。 

と誤認したまま支払処理を進

め、組織としてのチェック機能

も働かなかったことによるもの

である。 

今後は、このようなことがな

いよう、グループ内研修を行い

職員の理解の向上を図るととも

に、正しい処理を共有すること

により再発防止に取り組み、適

正な事務執行に努める。 

県立病院課 令和４年８月

22日（令和４

年７月４日職

員調査） 

（不適切事項） 

財産管理事務において、共

架電線（共架する電柱３本）

に係る普通財産の貸付けにつ

いて、事業者が貸付申請せず

に設置していることを設置か

ら10年以上経過した令和３年

８月及び同年10月に認識した

ため、不当利得返還請求権に

基づく貸付契約前の期間に係

る貸付料相当額120,445円のう

ち66,291円について、事業者

の消滅時効援用により徴収で

きなかった。 

 

不適切事項については、管理す

る財産の確認が不十分であったこ

とによるものである。 

今後は、このようなことがない

よう、管理する財産の現状把握を

定期的に行うことにより再発防止

に取り組み、適正な事務執行に努

める。 

保健医療部医

療課 

令和４年８月

22日（令和４

年７月８日及

び同月９日職

員調査） 

（不適切事項） 

１ 支出事務において、令和

３年４月分及び同年12月分

の電話料金39,695円につい

て、支払期限までに支払を

行っていなかった。 

２ 補助金交付事務におい

て、新型コロナウイルス感

染症緊急支援包括支援交付

金（医療分）の感染拡大防

止等支援事業補助金４件

（交付額計3,700,000円）の

交付に当たり、同一名称の

医療機関との取り違えなど

により、精算交付申請書の

受理から３月を超えて交付

決定していた。 

（要改善事項） 

健康医療局保健医療部医療

課において、小児救急電話相

談事業「かながわ小児救急ダ

 

不適切事項については、次のと

おり措置した。 

１ 支出事務については、令和３

年４月分の電話料金の支払手続

が完了したとして総務室から返

却された執行書類の確認が不十

分であったこと及び同年12月分

電話料金の総務室への支払手続

の依頼を失念したことによるも

のである。  

今後は、このようなことがな

いよう、執行書類が返却された

際は決裁日、支払（予定）日の

記載や支出命令票の添付につい

ての確認を徹底するとともに、

複数の職員による進行管理を行

うことにより再発防止に取り組

み、適正な事務執行に努める。 

２ 補助金事務については、審査

時に医療機関コードによる医療
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イヤル」について、相談業務

を実施する時間帯等が異なる

２件の委託契約を締結し事業

を実施していたが、両契約に

おける委託業務の内容が同様

なものとなっているにもかか

わらず、一方の契約では競争

入札により受注者を決定して

いるのに対して、他方の契約

では契約の性質又は目的が競

争入札に適しないとして、競

争入札に付することなく一者

随意契約を行っていた。 

（以下令和４年11月８日神奈

川県監査委員公表第25号中、

第７監査の結果３⑴ウのとお

り） 

機関名の照合ができていなかっ

たこと、ＣＤ－Ｒ申請でデータ

取込ができていない医療機関が

漏れていたこと、電子メール申

請で添付ファイルの容量上限超

過により未達となっていたこと

及び国への疑義照会に対する回

答が遅延したことによるもので

ある。 

今後は、このようなことがな

いよう、同様の事業を実施する

際には、医療機関コードによる

照合を行うこと、ＣＤ－Ｒ申請

でデータ取込ができていない医

療機関を確認すること、電子メ

ール申請の添付ファイルの容量

上限を周知すること及び国への

疑義照会の回答を催促すること

を徹底することにより再発防止

に取り組み、適正な事務執行に

努める。 

 

要改善事項については、契約の

仕様を見直し、令和４年度から相

談業務を実施する時間帯等が異な

る２件の委託契約を一本化して競

争入札を実施した。 

保健医療部健

康増進課 

 

 

令和４年８月

22日（令和４

年７月12日職

員調査） 

 

 

 

 

（不適切事項） 

１ 支出事務において、令和

３年度先天性代謝異常等検

査委託契約（単価契約、支

払額54,980,205円）に係る

令和４年１月分の支払額

4,390,596円について、契約

で定められた期限までに支

払を行っていなかった。そ

の結果、遅延利息１件、300

円を支払っていた。 

２ 補助金交付事務におい

て、新生児聴覚機器整備購

入事業補助金（交付額

11,932,000円）の交付決定

について、神奈川県財務規

則の規定に基づき、総務室

経理担当課長が決裁すべき

 

不適切事項については、次のと

おり措置した。 

１ 支出事務については、支出書

類の確認が不十分であったこと

によるものである。 

今後は、このようなことがな

いよう、進行管理表により各職

員の業務の進捗状況を共有し、 

複数の職員による確認体制を強

化することにより再発防止に取

り組み、適正な事務執行に努め

る。 

２ 補助金交付事務については、

決裁者の区分に係る認識が不十

分であったことによるものであ

る。 

今後は、このようなことがな
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ところ、これに反し、健康

増進課長が決裁していた。 

いよう、補助金事務について課

内で周知を徹底し、複数の職員

による確認体制を強化すること

により再発防止に取り組み、適

正な事務執行に努める。 

出先機関で認められた不適切事項又は要改善事項 

監査実施 

箇 所 名 
監査実施日 監査の結果 措置の内容 

神奈川県衛生

研究所 

令和４年２月

21日（令和４

年１月11日及

び同月12日職

員調査） 

（不適切事項） 

１ 収入事務において、行政

財産の使用許可に係る土地

使用料１件、7,080 円及び

普通財産の貸付けに係る土

地貸付料１件、17,700 円に

ついて、調定を行っていな

かった。 

２ 契約事務において、業務

システム運用保守業務委託

契約（契約総額 44,913,000

円、契約期間：令和３年４

月１日から令和６年３月 31 

日）について、再度入札の

不調による随意契約の締結

に当たり、神奈川県財務規

則運用通知に定める見積合

せを省略できる要件に該当

しないにもかかわらず、一

者随意契約を行っていた。 

３ 財産管理事務において、

次のとおり誤りがあった。 

⑴ 電柱の設置などのため

の行政財産の使用許可１

件及び普通財産の貸付け

１件について、行政財産

の用途又は目的を妨げな

い限度における使用に係

る使用料に関する条例の

一部改正に伴う変更許可

及び変更契約を行ってい

なかった。 

⑵ 行政財産の使用許可の

手続を行わないまま電柱

に通信線が共架されてい

るものがあった。これに

より、令和３年度の共架

 

不適切事項については、次のと

おり措置した。 

１ 収入事務については、行政財

産の用途又は目的を妨げない限

度における使用に係る使用料に

関する条例（以下「条例」とい

う。）改正時に改正に伴う変更

許可及び変更契約に係る調整に

時間を要したこと及び条例改正

についての理解が不十分であっ

たことによるものであり、徴収

不足分については、令和４年４

月19日に収入した。 

今後は、このようなことがな

いよう、条例改正時には所属全

体で手続について理解を深め、

改正施行前に早めに準備を行う

ことにより再発防止に取り組

み、適正な事務執行に努める。 

２ 契約事務については、見積合

せの省略に関する規定である神

奈川県財務規則運用通知を誤認

したこと及び所属としてのチェ

ック機能が働いていなかったこ

とによるものである。 

今後は、このようなことがな

いよう、複数体制で法令等の根

拠を確認することにより再発防

止に取り組み、適正な事務執行

に努める。 

３ 財産管理事務については、次

のとおりである。   

⑴ 変更許可及び変更契約を行

っていなかったことについて

は、条例改正時に過去の使用

許可について疑義が生じ、事



34 

 

電線に係る使用料２件、

3,320円が徴収不足であ

った。 

実の確認から方針決定までに

時間を要したことによるもの

であり、令和４年２月17日に

行政財産の使用許可の許可条

件の変更及び普通財産の貸付

けの変更契約を行った。 

  今後は、このようなことが

ないよう、条例改正時には所

属全体で手続について理解を

深め、改正施行前に早めに業

者側との連絡及び確認を適宜

行うことにより再発防止に取

り組み、適正な事務執行に努

める。  

⑵ 行政財産の使用許可の手続

を行わないまま電柱に通信線

が共架されていたことについ

ては、管理する財産の確認が

不十分であったことによるも

のであり、令和４年３月18日

に使用許可を行い、徴収不足

分については、同年４月13日

に収入した。 

今後は、このようなことが

ないよう、管理する財産につ

いて複数の職員が現状把握を

定期的に行うことにより再発

防止に取り組み、適正な事務

執行に努める。 

神奈川県平塚

保健福祉事務

所 

令和４年８月

17日（令和４

年４月12日及

び同月13日職

員調査） 

（不適切事項） 

１ 支出事務において、次の

とおり誤りがあった。 

⑴ 令和３年度平塚保健福

祉事務所生活困窮世帯学

習支援・居場所づくり事

業業務委託契約（契約額

1,893,000 円）の第２回

概算払額 946,500 円につ

いて、契約で定められた

期限までに支払を行って

いなかった。 

⑵ 簡易専用水道検査代１

件、16,500 円について、

政府契約の支払遅延防止

等に関する法律に定めら

 

不適切事項については、次のと

おり措置した。 

１ 支出事務については、次のと

おりである。 

⑴ 令和３年度平塚保健福祉事

務所生活困窮世帯学習支援・

居場所づくり事業業務委託契

約の概算払額の支払遅延につ

いては、担当者が概算払の支

払手続を失念し、所属として

の進行管理及び確認体制も不

十分であったことによるもの

である。 

今後は、このようなことが

ないよう、年間進行管理表を
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れている期限までに支払

を行っていなかった。 

２ 契約事務において、次の

とおり誤りがあった。 

⑴ ４月分後納郵便料ほか

４件（支出額計 539,332

円）の履行確認に当た

り、神奈川県財務規則に

基づく検査調書を作成し

ていなかったにもかかわ

らず、この場合に同規則

により必要とされる履行

確認に関する記録の作成

等を行っていなかった。 

⑵ 産業廃棄物収集運搬及

び処分委託契約（単価契

約、契約期間：令和３年

４月１日から令和４年３

月 31日まで）の締結に当

たり、契約日が令和３年

４月５日であるにもかか

わらず、契約の効力につ

いて遡及条項を設けるこ

となくその効力を遡及さ

せていた。 

作成し、複数職員で確認する

ことにより再発防止に取り組

み、適正な事務執行に努め

る。 

⑵ 簡易専用水道検査代の支払

遅延については、担当者が請

求書の処理期限を失念し、所

属としての確認体制も不十分

であったことによるものであ

る。 

今後は、このようなことが

ないよう、請求書の処理状況

を複数人で確認できるよう請

求書保管場所を定め、確認体

制を徹底することにより再発

防止に取り組み、適正な事務

執行に努める。 

２ 契約事務については、次のと

おりである。 

⑴ 後納郵便料５件の履行確認

に関する記録が作成されてい

なかったことについては、経

理事務担当者の記録の作成に

対する認識不足及び所属とし

ての確認体制も不十分であっ

たことによるものである。 

今後は、このようなことが

ないよう、会計研修を受講し

経理関係の知識の習得を行う

とともに、複数の職員による

確認を行うことにより再発防

止に取り組み、適正な事務執

行に努める。 

⑵ 産業廃棄物収集運搬及び処

分委託契約について遡及条項

を設けることなくその効力を

遡及させていたことについて

は、経理事務担当者が契約書

へ遡及条項の記載を失念し、

複数職員の確認も不十分であ

ったことによるものである。 

今後は、このようなことが

ないよう、会計局の年度当初

の事務処理通知を改めて確認

し 、複数の職員による確認体
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制を強化することにより再発

防止に取り組み、適正な事務

執行に努める。 

神奈川県平塚

保健福祉事務

所秦野センタ

ー 

令和４年７月

19日（令和４

年４月15日職

員調査） 

（不適切事項） 

１ 支出事務において、安全

運転管理者法定講習受講料

（収入証紙代）１件、4,500

円について、資金前渡によ

る支出手続が遅れ、受講日

までに支払うことができな

かったため、予期できた経

費であったにもかかわら

ず、職員が立て替えて支払

っていた。 

２ 契約事務において、結核

予防関係職員研修に係る教

材代１件、21,340 円の履行

確認に当たり、神奈川県財

務規則に基づく検査調書を

作成していなかったにもか

かわらず、この場合に同規

則により必要とされる履行

確認に関する記録の作成等

を行っていなかった。 

３ 庶務事務において、現金

支給の対象となった臨時的

任用職員の令和３年５月分

給与（１名分、 254,448

円）について、職員の給与

及び通勤に要する費用の弁

償に関する条例に基づき令

和３年５月 17日に支給すべ

きところ、令和４年１月 28

日に支給していた。その結

果、遅延損害金１件、5,353

円を支払っていた。 

 

不適切事項については、次のと

おり措置した。 

１ 支出事務については、講習受

講者と経理担当者間の連絡が不

十分であったことによるもので

ある。 

今後は、このようなことがな

いよう、受講伺いを経理担当者

に回議するとともに、管理職に

よる確認も徹底することにより

再発防止に取り組み、適正な事

務執行に努める。 

２ 契約事務については、経理担

当者が、履行確認に関する記録

の作成を行わず、複数職員によ

る確認も不十分であったことに

よるものである。 

今後は、このようなことがな

いよう、神奈川県財務規則にお

ける契約の履行の確保について

改めて共有し、複数職員による

確認も徹底することにより再発

防止に取り組み、適正な事務執

行に努める。 

３ 庶務事務については、臨時的

任用職員による給与振込口座情

報の登録が期限内に行われてお

らず、その後、庶務担当者が登

録の確認をするとともに、所属

の「給与口」口座の記帳を行わ

なかったことによるものであ

る。 

今後は、このようなことがな

いよう、給与事務センター作成

の給与に係る事務手引きの理解

の向上を図るとともに、新規採

用者に対する給与振込口座情報

の期限内登録、庶務担当者によ

る給与振込口座情報の登録確認

及び給与支払日における所属の

「給与口」口座の記帳を徹底す
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ることにより再発防止に取り組

み、適正な事務執行に努める。 

神奈川県鎌倉

保健福祉事務

所 

令和４年６月

28日（令和４

年２月９日及

び同月10日職

員調査） 

（不適切事項） 

財産管理事務において、鎌

倉保健福祉事務所が管理する

自家用小型貨物車等の自動車

３台について、道路運送車両

法等により使用者に義務付け

られている６月又は 12月ごと

の定期点検整備が実施されて

いなかった。 

 

不適切事項については、点検整

備の実施期限についての認識及び

進行管理が不十分であったことに

よるものであり、令和４年５月か

ら６月にかけて定期点検整備を実

施した。 

今後は、このようなことがない

よう、定期点検整備の実施期限を

記載した一覧表を作成し、課内で

共有するなど、進行管理を徹底す

ることにより再発防止に取り組

み、適正な事務執行に努める。 

神奈川県立よ

こはま看護専

門学校 

令和４年２月

７日及び同月

12日（令和３

年12月16日職

員調査） 

（不適切事項） 

学校教育法及び学校教育法

施行規則に基づく学校運営の

状況に係る自己評価及び学校

関係者評価について、同規則

の規定に反し、学校設置者で

ある知事に評価の結果を報告

していなかった。 

 

不適切事項については、学校教

育法等の規定に基づく報告義務に

ついての認識が不足していたこと

によるものであり、令和４年３月

９日に過年度分の自己評価及び学

校関係者評価の結果を知事へ報告

した。 

今後は、このようなことがない

よう、報告義務があることを文書

で残し、関係規定や知識を組織と

して共有することにより再発防止

に取り組み、適正な事務執行に努

める。 

神奈川県立平

塚看護大学校 

令和４年９月

14日（令和４

年２月３日職

員調査） 

（不適切事項） 

１ 収入事務において、神奈

川県財務規則の規定に基づ

き備えなければならない金

券整理簿を作成していなか

った。 

２ 契約事務において、教務

学籍管理システム（Ｓｃｈ

ｏｏｌ Ｌｅａｄｅｒ）年間

保守業務委託契約（契約額

291,500 円）について、契

約日を令和３年４月 16日と

すべきところ、同月１日と

していた。また、履行遅滞

に係る違約金の率及び賠償

金等の徴収に係る遅延利息

 

不適切事項については、次のと

おり措置した。 

１ 収入事務については、神奈川

県財務規則の理解が不足してい

たことによるものであり、令和

４年２月３日に金券整理簿を作

成した。  

今後は、このようなことがな

いよう、規則の理解向上のため

の研修に参加する等再発防止に

取り組み、適正な事務執行に努

める。 

２ 契約事務については、契約の

締結及び支払に関する関係通知

の理解が不足していたこと及び
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の率について、神奈川県財

務規則第 33条第１項に基づ

き定められた率である年

2.5％とすべきところ、年

2.6％としていた。さらに、

同規則に基づく検査調書を

作成していなかったにもか

かわらず、この場合に同規

則により必要とされる履行

確認に関する記録の作成等

を行っていなかった。 

所属としての確認体制が不十分

であったことによるものであ

る。  

今後は、このようなことがな

いよう、契約の締結及び支払に

関する関係通知を確認し、契約

締結時に契約書の記載内容の確

認を徹底するとともに、履行確

認時においては定期的に履行確

認が必要な契約についてリスト

を作成し、複数の職員による確

認体制を強化することにより再

発防止に取り組み、適正な事務

執行に努める。 

神奈川県動物

愛護センター 

令和４年６月 

21日（令和３ 

年12月２日職 

員調査） 

（不適切事項） 

１ 支出事務において、公用

車の継続検査を受けるため

に必要な収入印紙が貼付さ

れた自動車重量税納付書等

の所在が不明となったた

め、再度自動車重量税納付

用の収入印紙代 10,000円を

支払っていた。 

２ 契約事務において、令和

２年度下半期動物収容車・

公用車運行管理委託契約

（契約額 12,429,780円）に

係る令和３年３月分（支払

額 2,071,630 円）の履行確

認に当たり、同契約に基づ

く管理業務である車両の継

続検査が実施されていなか

ったにもかかわらず、履行

済みとして検査を完了し、

代金全額を支払っていた。  

３ 財産管理事務において、

運行管理を委託した自家用

小型貨物自動車１台につい

て、令和３年３月 25日に自

動車検査証の有効期間が満

了した後、道路運送車両法

で使用者に義務付けられて

いる継続検査を行わないま

ま、同年６月２日までの 

間、９回にわたり運行の用

 

不適切事項については、次のと

おり措置した。 

１ 支出事務については、公用車

運行管理業務の受託者に渡す書

類の適切な管理を怠ったことに

よるものである。 

今後は、このようなことがな

いよう、書類等の受渡しを記録

し、鍵のかかる場所に保管する

ことにより再発防止に取り組

み、適正な事務執行に努める。 

２ 契約事務については、点検等

のスケジュール管理を怠ったた

め契約が不完全履行であること

に気づかず、形式的に事務処理

を行い所属におけるチェック機

能が働かなかったことによるも

のであり、受託者に対し契約内

容の不完全履行に係る損害賠償

請求を行い、令和４年10月27

日、賠償金の収納を確認した。 

今後は、このようなことがな

いよう、点検等のスケジュール

をグループウェア予定表に掲載

し所属全体で共有するととも

に、業務の履行を書面で確実に

確認することにより再発防止に

取り組み、適正な事務執行に努

める。 

３ 財産管理事務については、運
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に供していた。 行管理受託者が仕様書で定めた

運行管理を適切に行っているか

について、確認を怠ったことに

よるものである。 

今後は、このようなことがな

いよう、車検等のスケジュール

をグループウェア予定表を活用

して所属全体で共有するととも

に、受託者に日々の運行管理点

検に係る運転員への指導教育の

徹底を指示することにより再発

防止に取り組み、適正な事務執

行に努める。 

⑼ 産業労働局 

本庁機関で認められた不適切事項又は要改善事項 

監査実施 

箇 所 名 
監査実施日 監査の結果 措置の内容 

総務室 

 

 

令和４年８月

５日（令和４

年６月16日職

員調査） 

 

 

 

 

（不適切事項） 

１ 収入事務において、新型

コロナウイルス感染症感染

防止対策用アクリル板等減

額譲渡代１件、9,940円につ

いて、調定が３月を超えて

遅れていた。 

２ 契約事務において、神奈

川県新型コロナウイルス感

染症拡大防止協力金申請受

付等業務委託ほか26件（契

約額計7,056,209,805円）に

ついて、予定価格が100万円

を超える随意契約であった

ため、平成20年３月28日付

け会計局総務課長通知に基

づき、速やかに契約結果を

公表すべきところ、公表が

３月を超えて遅れており、

このうち令和２年度に契約

を締結していた５件、

1,114,578,542円について

は、公表が１年以上遅れて

いた。 

 

不適切事項については、次のと

おり措置した。 

１ 収入事務については、進行管

理が不十分であったことによる

ものである。 

今後は、このようなことがな

いよう、毎月執行状況確認表で

進行管理を行うとともに、複数

の職員による確認体制を強化す

ることにより再発防止に取り組

み、適正な事務執行に努める。 

２ 契約事務については、公表対

象となることに対する認識が不

十分であったことによるもので

ある。 

今後は、このようなことがな

いよう、契約結果が決定次第速

やかに公表手続を行うととも

に、複数の職員による確認体制

を強化することにより再発防止

に取り組み、適正な事務執行に

努める。 

労働部雇用労

政課 

令和４年８月

５日（令和４

年６月23日職

員調査） 

（不適切事項） 

１ 支出事務において、消耗

品購入代１件、4,276円につ

いて、政府契約の支払遅延

 

不適切事項については、次のと

おり措置した。 

１ 支出事務については、支払業
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防止等に関する法律に定め

られている期限までに支払

を行っていなかった。 

２ 財産管理事務において、

行政財産の用途又は目的を

妨げない限度における使用

に係る使用料に関する条例

の一部改正に伴う普通財産

の変更契約に当たり、令和

３年４月１日までに変更契

約を締結すべきところ、遅

延しているものが１件（変

更契約日：令和４年３月30

日）あった。 

務の過程において担当者の支払

期限の認識が不十分であったこ

とによるものである。 

今後は、このようなことがな

いよう、担当者に支払期限につ

いて再周知するとともに、所属

として事業担当と執行担当の双

方が支払期限をチェックできる

体制を整備することにより再発

防止に取り組み、適正な事務執

行に努める。 

２ 財産管理事務については、貸

付起案の内容及びこれに伴う変

更契約の必要の有無について複

数職員による確認体制が不十分

であったことによるものであ

る。 

今後は、このようなことがな

いよう、複数職員による確認体

制を整備すること等により再発

防止に取り組み、適正な事務執

行に努める。 

出先機関で認められた不適切事項又は要改善事項 

監査実施 

箇 所 名 
監査実施日 監査の結果 措置の内容 

神奈川県立産

業技術短期大

学校 

令和４年９月

９日（令和４

年１月19日職

員調査） 

（不適切事項） 

予算の執行において、「マ

イナビ進路のミカタ学校情報

号首都圏版」への情報掲載料

１件、220,000円の支払に当た

り、あらかじめ支出負担行為

の決裁を受けるべきところ、

執行伺票兼支出命令票により

執行していた。 

 

不適切事項については、担当者

が契約手続を失念したこと及び所

属として進捗状況が共有できてい

なかったことによるものである。 

今後は、このようなことがない

よう、進行管理表による進行管理

の徹底及び複数の職員による確認

体制の強化を図ることにより再発

防止に取り組み、適正な事務執行

に努める。 

神奈川県立東

部総合職業技

術校 

令和４年６月

30日（令和４

年３月15日及

び同月16日職

員調査） 

（不適切事項） 

１ 支出事務において、ソフ

トウエア使用ライセンスの

購入代１件、119,790 円に

ついて、政府契約の支払遅

延防止等に関する法律に定

められている期限までに支

払を行っていなかった。そ

の結果、遅延利息１件、200

 

不適切事項については、次のと

おり措置した。 

１ 支出事務については、請求書

が電子メールで送付されたが、

担当者の電磁的方法での請求に

関する認識が不足していたこと

及び組織としての進行管理が不

十分であったことによるもので
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円を支払っていた。 

２ 契約事務において、次の

とおり誤りがあった。 

⑴ ソフトウエア使用ライ

センスの購入代１件、

119,790 円の履行確認に

当たり、政府契約の支払

遅延防止等に関する法律

で定められた期限の５日

後に検査を完了してい

た。 

⑵ 令和３年度予算で執行

する神奈川県立東部総合

職業技術校訓練用ネット

ワークシステム運用支援

業務委託契約 (契約金

額：10,483,000 円)の締

結に当たり、会計局指導

課長通知に反し、令和２

年度である令和３年３月

30 日に契約を締結してい

た。また、履行遅滞に係

る違約金の率及び賠償金

等の徴収に係る遅延利息

の率について、神奈川県

財務規則第 33条第１項に

基づき定められた率であ

る年 2.6％とすべきとこ

ろ、年 2.5％としてい

た。 

３ 財産管理事務において、

共架電線の設置のための行

政財産の使用許可１件につ

いて、行政財産の用途又は

目的を妨げない限度におけ

る使用に係る使用料に関す

る条例の一部改正に伴う使

用料の改定に係る変更許可

を行っていなかった。その

結果、使用料１件、818 円

を過大に徴収していた。 

ある。 

今後は、このようなことがな

いよう、請求書をメールで受信

した場合の取扱の周知徹底を図

るとともに、組織で情報共有を

行うことにより再発防止に取り

組み、適正な事務執行に努め

る。 

２ 契約事務については、次のと

おりである。 

⑴ ソフトウエア使用ライセン

スの購入代の検査が遅延した

ことについては、事業課担当

者の経理事務に関する認識不

足及び情報共有の不徹底によ

るものである。 

今後は、このようなことが

ないよう、所属内で履行確認

のルールを整理するととも

に、周知徹底を図ることによ

り再発防止に取り組み、適正

な事務執行に努める。 

⑵ 神奈川県立東部総合職業技

術校訓練用ネットワークシス

テム運用支援業務委託契約を

前年度に締結したことなどに

ついては、経理担当者の認識

不足によるものである。 

今後は、このようなことが

ないよう、年度末・年度初め

における事務処理について周

知徹底するとともに、相互チ

ェックの強化を図ることによ

り再発防止に取り組み、適正

な事務執行に努める。 

３ 財産管理事務については、行

政財産使用料の改定に係る理解

が不十分であったことによるも

のであり、過大徴収分について

は、令和４年７月22日に還付し

た。 

今後は、このようなことがな

いよう、複数の職員による確認

体制を強化することにより再発

防止に取り組み、適正な事務執
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行に努める。 

神奈川県立西

部総合職業技

術校 

令和４年８月

16日（令和４

年４月７日及

び同月８日職

員調査） 

（不適切事項） 

支出事務において、外部講

師謝礼金（１名分 24,700円）

について、支払が事業実施後

３月を超えて遅れていた。 

 

不適切事項については、外部講

師の出勤状況の確認及びチェック

体制が不十分であったことによる

ものである。 

今後は、このようなことがない

よう、講師依頼状況を一元管理す

るデータファイルの設定変更を行

うとともに、複数の職員による確

認体制を構築することにより再発

防止に取り組み、適正な事務執行

に努める。 

⑽ 県土整備局 

本庁機関で認められた不適切事項又は要改善事項 

監査実施 

箇 所 名 
監査実施日 監査の結果 措置の内容 

事業管理部県

土整備経理課 

 

 

令和４年７月

28日（令和４

年６月14日職

員調査） 

 

 

 

 

 

（不適切事項） 

支出事務において、令和３

年３月分警報装置携帯通信網

線通信料の支払額11,000円の

支払に当たり、支出手続を失

念していた令和３年３月分熊

本県被災地派遣に係る携帯電

話代2,712円が先に口座振替さ

れたことにより、前渡金受領

職員公共料金口座の残高不足

が生じたため、支払期日まで

に支払を行っていなかった。

その結果、延滞利息１件、87

円を支払っていた。 

 

不適切事項については、所属担

当者が支払期日を失念したこと及

び所属としてチェック機能が働い

ていなかったことによるものであ

る。 

今後は、このようなことがない

よう、所属サーバー内に公共料金

の支払時期等を管理する進行管理

表を設置し、日常的に複数の職員

が支払の状況を確認するなど、確

認体制を強化することにより再発

防止に取り組み、適正な事務執行

に努める。 

事業管理部建

設業課 

 

 

令和４年７月

28日及び同年

９月７日（令

和４年６月13

日職員調査） 

 

 

 

 

 

（不適切事項） 

１ 支出事務において、プリ

ンタートナー等の購入代ほ

か１件、622,204円につい

て、政府契約の支払遅延防

止等に関する法律に定めら

れている期限までに支払を

行っていなかった。その結

果、遅延利息２件、400円を

支払っていた。 

２ 契約事務において、令和

３年度電話照会相談・住宅

瑕疵担保履行法に基づく届

出受付事務等業務委託契約

 

不適切事項については、次のと

おり措置した。 

１ 支出事務については、担当者

の書類管理及び進行管理が不十

分であり、複数の職員で確認し

合う体制もなかったことによる

ものである。 

今後は、このようなことがな

いよう、進行管理表による複数

名での管理を徹底するととも

に、執行関係書類の保管場所の

情報共有を行うことにより再発

防止に取り組み、適正な事務執
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（契約額31,020,000円）に

ついて、特定住宅瑕疵担保

責任の履行の確保等に関す

る法律の改正により事業者

の届け出義務が年２回から

１回となったことに伴う変

更契約の締結に当たり、届

出書類受付等の業務量を減

少させる一方で、一部の事

業者が誤って改正前の規定

に基づき２回届出を行うこ

とを想定して誤提出書類受

付業務等を追加し、契約金

額を変更しなかったとこ

ろ、実際の誤提出件数が想

定の件数を大幅に下回った

ため、変更後の契約額が

2,049,830円割高となってい

た。 

行に努める。 

２ 契約事務については、変更契

約における業務量積算の見込と

実績に乖離が生じたが、追加の

負担等を考慮し契約金額の見直

しを行わなかったことによるも

のである。 

今後は、このようなことがな

いよう、契約期間中における業

務実績等の確認を徹底するとと

もに、複数の職員による確認体

制を強化することにより再発防

止に取り組み、適正な事務執行

に努める。 

都市部技術管

理課 

 

 

令和４年８月

８日及び同年

９月７日（令

和４年６月15

日職員調査） 

 

 

 

 

 

（不適切事項） 

 契約事務において、令和３

年度建設資材価格実態調査業

務委託（契約額 19,043,200

円）について、変更契約の締

結前に完了届の提出を受け検

査を行っていた。 

 

不適切事項については、検査過

程、決裁過程における進行管理や

チェック機能が働いていなかった

ことによるものである。 

今後は、このようなことがない

よう、検査及び決裁過程におい

て、所定の手続が完了している旨

を関係書類に明記し、複数の職員

で確認することにより再発防止に

取り組み、適正な事務執行に努め

る。 

都市部環境共

生都市課 

 

 

令和４年８月

８日（令和４

年６月16日職

員調査） 

 

 

 

 

 

 

（不適切事項） 

支出事務において、第４回

ツインシティ大神地区タウン

マネジメント連絡会議に係る

報償費１件、15,000円につい

て、支払が履行確認後３月を

超えて遅れていた。 

 

不適切事項については、組織的

な情報共有と進行管理が不十分で

あったことによるものである。 

今後は、このようなことがない

よう、予定表により業務の進捗状

況を共有するとともに、複数の職

員が定期的に確認することにより

再発防止に取り組み、適正な事務

執行に努める。 

都市部交通企

画課 

 

 

令和４年８月

８日（令和４

年６月16日職

員調査） 

（不適切事項） 

財産管理事務において、相

原高等学校跡地の立木の管理

に当たり、県有財産規則第46

 

不適切事項については、県有財

産管理に係る規則の認識が不十分

であったことによるものである。 
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条に定める県有財産台帳に登

録し管理すべき樹木２本につ

いて、同校から引き継いだ台

帳に登録されていなかったに

もかかわらず、台帳の補正を

行わず、処分調書を作成しな

いまま伐採をしていた。 

今後は、このようなことがない

よう、県有財産台帳と現地の不整

合等の不備が確認された場合にお

ける同台帳の速やかな修正を徹底

することにより再発防止に取り組

み、適正な事務執行に努める。 

出先機関で認められた不適切事項又は要改善事項 

監査実施 

箇 所 名 
監査実施日 監査の結果 措置の内容 

神奈川県平塚

土木事務所 

令和４年２月

７日（令和３

年12月13日か

ら同月15日ま

で職員調査） 

（不適切事項） 

１ 契約事務において、令和

３年度水防施設維持工事県

単（その２）河川維持一般

管理工事県単（その３）砂

防維持管理工事県単（その

１）合併無線テレメータ設

備保守点検業務委託契約

（契約額5,566,000円）及び

令和３年度水防施設維持工

事県単（その３）親水施設

警報設備保守点検業務委託

契約（契約額1,716,440円）

の入札に当たり、最低制限

価格を設けることができる

場合に該当しないにもかか

わらず、これを設けてい

た。その結果、後者につい

ては、本来、最低の額

（1,650,000円）をもって入

札した業者と契約すべきと

ころ、当該額が最低制限価

格を下回ったとして失格と

しており、当該業者より入

札額の高い業者と契約して

いた。 

２ 財産管理事務において、

次のとおり誤りがあった。 

⑴ 仮設飲食施設等に係る

行政財産の使用許可（使

用料：213,438円）、大

磯港港湾隣接地域内の公

共空地の占用許可（占用

料：111,462円）及び大

磯港港湾施設の専用利用

 

不適切事項については、次のと

おり措置した。 

１ 契約事務については、最低制

限価格の設定の可否に関しての

確認不足によるものである。 

今後は、このようなことがな

いよう、改めて制度の趣旨を関

係職員で情報共有するととも

に、入札条件等を検討する入札

審査会における確認体制を強化

することにより再発防止に取り

組み、適正な事務執行に努め

る。 

２ 財産管理事務については、次

のとおりである。 

⑴ 占用許可等の期間の開始日

を遡って許可及び承認を行っ

ていたことについては、施設

等を継続使用するための更新

申請が遅れ、その申請を審査

するに当たり、許可等を行っ

ていない空白の期間があるこ

とは適切でないと誤った判断

をしたことによるものであ

る。 

今後は、このようなことが

ないよう、随時、所内の打合

せ等で指摘事項を周知徹底す

ることにより再発防止に取り

組み、適正な事務執行に努め

る。 

⑵ 協議がなされないまま利用

させていたことについては、

地方公共団体が専用利用期間
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承認（専用利用料：免

除）について、許可等の

期間の開始日を遡って許

可及び承認を行ってい

た。 

⑵ 大磯港賑わい交流施設

の設置を目的として、港

湾の設置及び管理等に関

する条例第６条第１項の

規定に基づき地方公共団

体に専用利用させている

大磯港港湾施設につい

て、令和３年４月１日以

降の協議がなされないま

ま利用させていた。 

を十分に認識していなかった

ため、更新手続を失念したこ

とに加えて、所属としても専

用利用期間の管理を十分に行

っていなかったことによるも

のであり、令和４年１月18日

に協議を受け、同月24日に同

意した。 

今後は、このようなことが

ないよう、更新対象者につい

て、許認可システムでの抽出

に加え、台帳を作成し、複数

の職員で確認する体制を強化

することにより再発防止に取

り組み、適正な事務執行に努

める。 

神奈川県藤沢

土木事務所 

令和４年２月

３日（令和３

年12月６日か

ら同月８日ま

で職員調査） 

（不適切事項） 

１ 契約事務において、藤沢

土木事務所汐見台庁舎警備

業務委託契約（契約金額

7,645,000円、契約期間：令

和３年４月１日から令和４

年３月31日まで）に基づき

行われた令和３年９月分の

警備業務（業務実施予定

日：30日、委託料支払予定

額：637,070円）について、

同月９日には警備員による

警備が行われず、適正な業

務の履行がなされていない

にもかかわらず、発注者、

委託業者双方で警備業務の

一部不履行があったことを

認めた上で、同月分の委託

料637,070円全額を支払って

いた。 

２ 工事事務において、次の

とおり誤りがあった。 

⑴ 令和２年度交通安全施

設補修工事県単（その

１）交通安全施設等整備

工事県単（その２）令和

３年度交通安全施設等整

備工事県単（その１）合

併地下駐車場補修設計業

 

不適切事項については、次のと

おり措置した。 

１ 契約事務については、不履行

分の経理処理に時間を要するこ

とが見込まれたため、不履行分

の弁済については受託者と改め

て協議することとし、令和３年

９月分の委託料は全額支払いと

したことによるものであり、不

履行分の返還金は令和４年１月

21日に精算した。 

今後は、このようなことがな

いよう、履行がなされない場合

の留意点や事務処理方法につい

て、情報を共有することにより

再発防止に取り組み、適正な事

務執行に努める。 

２ 工事事務については、次のと

おりである。 

⑴ 変更設計額の積算に当た

り、改定前の労務単価を用い

たことについては、受注者と

の協議に基づく書類の確認が

不十分であったことによるも

のである。 

今後は、このようなことが

ないよう、労務単価等の改定

に伴う業務契約の変更時に
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務委託の変更設計額の積

算に当たり、公共工事設

計労務単価等の改定に伴

う業務委託料の変更に係

る受注者との協議に基づ

き、改定した労務単価と

すべきところ、誤って改

定前の労務単価をそのま

ま用いて積算していたた

め、変更後の設計額

（ 37,422,000 円 ） が

737,000 円 過小 であ っ

た。その結果、変更後の

契約額（34,543,300円）

が679,800円過小であっ

た。 

⑵ 令和２年度公園整備工

事（ゼロ県債）（その

２）の設計額の積算に当

たり、仮設の軽量鋼矢板

土留の運搬費について、

当初設計に引き続き、変

更設計においても冬期割

増しなどの運搬割増率を

割増しなしとすべきとこ

ろ、誤って運搬費を割増

しして積算していたた

め、変更後の設計額

（ 36,443,000 円 ） が

44,000円過大であった。 

３ 物品管理事務において、

新たに借用した自動体外式

除細動器１台（賃借料年額

66,000円）について、神奈

川県財務規則に定める物品

の管理に係る手続を行って

いなかった。 

は、その旨を契約関係書類に

付箋等で明示するなどし、設

計書の確認時に留意すべき事

項を所内で情報共有すること

により再発防止に取り組み、

適正な事務執行に努める。 

⑵ 仮設の軽量鋼矢板土留の運

搬費の積算を誤ったことにつ

いては、土木積算システムへ

の積算条件の入力を誤り、検

算者も誤りを確認できなかっ

たことによるものである。 

今後は、このようなことが

ないよう、設計書の確認時に

留意すべき事項を所内で情報

共有し、積算に係る根拠資料

を明確化し複数人での確認体

制を強化することにより再発

防止に取り組み、適正な事務

執行に努める。 

３ 物品管理事務については、借

用物品の管理を担当者に任せ、

複数人でチェックする体制が不

十分であったことによるもので

ある。 

今後は、このようなことがな

いよう、借用物品の管理に係る

手続を明確にするとともに、複

数人で相互に確認する体制を徹

底することにより再発防止に取

り組み、適正な事務執行に努め

る。 

神奈川県厚木

土木事務所 

令和４年４月

19日（令和４

年１月26日か

ら同月28日ま

で職員調査） 

（不適切事項） 

財産管理事務において、共

架柱２本に係る行政財産の使

用許可について、事業者が許

可申請せずに設置しているこ

とを設置から10年以上経過し

た令和２年12月に認識したた

め、不当利得返還請求権に基

 

不適切事項については、管理す

る財産の確認が不十分であったこ

とによるものである。 

今後は、このようなことがない

よう、管理する財産の現状確認を

定期的に行うことにより再発防止

に取り組み、適正な事務執行に努
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づく使用許可前の期間に係る

使用料相当額58,975円のうち

21,047円について、事業者の

消滅時効援用により徴収でき

なかった。 

める。 

神奈川県厚木

土木事務所東

部センター 

令和４年４月

19日（令和４

年２月１日か

ら同月３日ま

で職員調査） 

（不適切事項） 

１ 契約事務において、令和

３年度街路樹整備工事県単

（契約額 6,708,834 円）に

ついて、契約期間の延長に

当たり、契約書で定める工

期末である令和３年12月28

日までに変更契約を締結す

べきところ、令和４年１月

18日に締結していた。 

２ 工事事務において、令和

２年度河川改修工事公共

（その 12）令和２年度河川

改修工事県単（その 42）合

併の変更設計額の積算に当

たり、アスファルト舗装工

における砕石舗装につい

て、舗装面積数量の計上を

誤ったため、変更後の設計

額 （ 36,938,000 円 ） が

33,000 円過大であった。そ

の結果、変更後の契約額

（34,344,200円）が 30,800

円過大であった。 

 

不適切事項については、次のと

おり措置した。 

１ 契約事務については、進行管

理が不十分であったことによる

ものである。 

今後は、このようなことがな

いよう、工期管理表を作成し、

複数の職員による確認体制を強

化することにより再発防止に取

り組み、適正な事務執行に努め

る。 

２ 工事事務については、変更設

計額の積算に関する確認が不十

分であったことによるものであ

る。 

今後は、このようなことがな

いよう、設計積算のチェックリ

ストを活用し、確認事項の把握

を改めて強化することにより再

発防止に取り組み、適正な事務

執行に努める。 

神奈川県厚木

土木事務所津

久井治水セン

ター 

令和４年４月

19日（令和４

年２月９日及

び同月10日職

員調査） 

（不適切事項） 

歳計外現金事務において、

河川管理協力員報償費に係る

所得税及び復興特別所得税１

件、1,650 円について、法定

納期限内に納付を行っていな

かった。 

（要改善事項） 

厚木土木事務所津久井治水

センターにおいて、津久井合

同庁舎における冷温水機の保

守点検業務について、一括し

て発注することが可能であっ

たのに、冷房期間（６月１日

から９月 30日まで）と暖房期

間（12月１日から３月31日ま

 

不適切事項については、担当者

が手続を失念したこと及び所属と

してのチェック体制が不十分であ

ったことによるものである。 

今後は、このようなことがない

よう、月初めに複数の職員による

会計管理システムの歳計外現金受

払状況や払出手続状況などの確認

を徹底することにより再発防止に

取り組み、適正な事務執行に努め

る。 

 

要改善事項については、冷温水

機の保守点検業務委託の発注方法

を見直し、令和４年度の執行は契
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で）とに契約期間を分割して

発注を行い、いずれも予定価

格が 50万円未満であることか

ら、見積合せを省略して同一

業者と一者随意契約を行って

いた。 

（以下令和４年 11月８日神奈

川県監査委員公表第 25号中、

第７監査の結果３⑴エのとお

り） 

約期間を分割せず、一括して発注

することとした。 

神奈川県県西

土木事務所 

令和４年２月

21日及び同年

９月７日（令

和３年12月15

日から同月17

日まで職員調

査） 

（不適切事項） 

１ 工事事務において、次の

とおり誤りがあった。 

⑴ 令和２年度道路改良工

事（県単）その 27測量業

務委託の変更設計額の積

算に当たり、間接測量費

の諸経費について、直接

測量費から成果検定費を

控除した額に諸経費率を

乗ずべきところ、これを

控除しないまま諸経費率

を乗じていたことから、

諸経費を 121,032 円過大

に計上するなどしていた

ため、変更後の設計額

（ 23,782,000 円 ） が

132,000 円過大であっ

た。その結果、変更後の

契約額（19,490,900 円）

が 107,800 円過大であっ

た。 

⑵ 令和元年度橋りょう補

修工事（公共）その１令

和２年度橋りょう補修工

事（県単）その２合併の

設計額の積算に当たり、

夜間工事で発生したアス

ファルト殻などの運搬費

について、当初設計に引

き続き、変更設計におい

ても労務単価の夜間補正

をすべきところ、誤って

これをしないまま積算し

ていたため、変更後の設

 

不適切事項については、次のと

おり措置した。 

１ 工事事務については、次のと

おりである。 

⑴ 間接測量費の諸経費の計算

方法の誤りについては、変更

設計において積算内容の確認

が不十分であったことによる

ものである。 

今後は、このようなことが

ないよう、積算基準書の確認

を徹底するとともに、変更設

計用チェックリストを作成

し、複数の職員による確認体

制を強化することにより再発

防止に取り組み、適正な事務

執行に努める。 

⑵ 夜間工事で発生するアスフ

ァルト殻などの運搬費の夜間

補正の誤りについては、当初

設計及び変更設計において積

算内容の確認が不十分であっ

たことによるものである。 

今後は、このようなことが

ないよう、設計書及びチェッ

クリストによる確認を徹底す

るとともに、変更設計用チェ

ックリストを作成し、複数の

職員による確認体制を強化す

ることにより再発防止に取り

組み、適正な事務執行に努め

る。 

２ 財産管理事務については、当

初許可時において申請内容の確



49 

 

計額（48,389,000 円）が

44,000円過小であった。 

２ 財産管理事務において、

河川区域内における線類 18

本の設置を目的とする土地

の占用許可について、平成

29 年度に許可申請を受けた

にもかかわらず、令和３年

９月 14 日まで線類 11 本の

許可を行っておらず、許可

手続が著しく遅れていた。

これにより、令和３年度の

土地占用料 11 件、706 円が

徴収不足であった。 

認が不十分であったことによる

ものであり、土地占用料の不足

分については、令和４年３月10

日に収入済となっている。 

今後は、このようなことがな

いよう、チェックリストを作成

し、複数の職員による確認体制

を強化することにより再発防止

に取り組み、適正な事務執行に

努める。 

神奈川県県西

土木事務所小

田原土木セン

ター 

令和４年２月

21日（令和３

年12月21日か

ら同月23日ま

で職員調査） 

（不適切事項） 

１ 支出事務において、令和

３年４月分及び同年６月分

の衛星携帯電話料金 10,764

円について、支払期限まで

に支払を行っていなかっ

た。 

２ 契約事務において、河川

監視カメラ設備等保守点検

業務委託契約（契約額

13,332,000 円）の入札に当

たり、競争参加資格のうち

登録業種について、一般委

託の営業種目である「電気

通信設備保守管理委託」と

すべきところ、工事の営業

種目である「電気通信」と

していた。 

３ 歳計外現金事務におい

て、河川管理協力員への報

償費等に係る所得税及び復

興特別所得税１件、101,158

円について、法定納期限内

に納付を行っていなかっ

た。その結果、不納付加算

税 5,000 円の賦課決定を受

けて同額を納付していた。 

 

不適切事項については、次のと

おり措置した。 

１ 支出事務については、支出命

令票の起票を失念したこと及び

所属としてのチェック体制も不

十分であったことによるもので

ある。 

今後は、このようなことがな

いよう、進行管理表を作成し、

これに基づいて複数の職員で事

務の進捗状況を確認することに

より再発防止に取り組み、適正

な事務執行に努める。 

２ 契約事務については、営業種

目についての確認不足によるも

のである。 

今後は、このようなことがな

いよう、入札参加資格審査会で

の確認を徹底することにより再

発防止に取り組み、適正な事務

執行に努める。 

３ 歳計外現金事務については、

歳計外現金受入予定一覧表等に

より所得税等の納付の有無を確

認すべきところ、確認を失念し

たこと及び所属としてのチェッ

ク体制も不十分であったことに

よるものである。 

今後は、このようなことがな

いよう、毎月歳計外現金の有無
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について確認するほか、歳計外

現金受入予定一覧表等の情報を

共有し、複数の職員による確認

体制を強化することにより再発

防止に取り組み、適正な事務執

行に努める。 

神奈川県住宅

営繕事務所 

令和４年８月

８日（令和４

年５月27日、

同月30日及び

同月31日職員

調査） 

（不適切事項） 

１ 収入事務において、令和

３年２月分県営住宅駐車場

使用料１件、5,000 円の収

入未済について、保証金を

充当し収納する予定として

いたが、保証金の充当処理

前に納付が確認されていた

にもかかわらず、保証金

5,000 円を歳計外現金から

払い出し、駐車場使用料と

して収入していた。これに

より、歳計外現金（保証

金）の残高が 5,000 円過

小、県営住宅駐車場使用料

の収入済額が同額過大とな

っていた。 

２ 契約事務において、令和

３年度県営住宅管理システ

ム運用等業務委託（契約額

56,409,210 円）について、

随意契約を行った場合に

「地方公共団体の物品等又

は特定役務の調達手続の特

例を定める政令」第 12条及

び「神奈川県の物品等又は

特定役務の調達手続の特例

を定める規則」第 12条によ

り必要とされる契約の相手

方に係る公示を行っていな

かった。 

３ 財産管理事務において、

第一種電話柱１本、第一種

電柱２本、第二種電柱１

本、第三種電柱３本、支線

２条及び共架電線７本に係

る普通財産の貸付契約につ

いて、事業者が貸付申請せ

ずに設置していることを設

 

不適切事項については、次のと

おり措置した。 

１ 収入事務については、組織的

なチェック体制が不十分であっ

たことによるものであり、過大

となっていた令和３年度県営住

宅使用料を令和４年５月31日付

け年度更訂により減額し、残高

が過小となっていた歳計外現金

（保証金）は、令和４年６月30

日に令和４年度県営住宅使用料

から入金済みである。 

今後は、このようなことがな

いよう、充当処理を取り消す際

には、住宅管理システム及び会

計管理システムの双方の取消し

の処理について、複数の職員に

よる確認を強化することにより

再発防止に取り組み、適正な事

務執行に努める。 

２ 契約事務については、地方公

共団体の物品等又は特定役務の

調達手続の特例を定める政令の

規定が適用される契約（以下

「特定調達契約」という。）に

おいて随意契約を締結する場合

の根拠規程等の理解が不十分で

あったことによるものである。 

今後は、このようなことがな

いよう、組織として特定調達契

約事務の理解を深めるととも

に、複数の職員による確認を強

化することにより再発防止に取

り組み、適正な事務執行に努め

る。 

３ 財産管理事務については、管

理する財産の確認が不十分であ

ったことによるものである。 
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置から 10年以上経過した令

和３年２月に認識したた

め、不当利得返還請求権に

基づく貸付契約前の期間に

係る貸付料相当額 695,969

円のうち 441,321 円につい

て、事業者の消滅時効援用

により徴収できなかった。 

今後は、このようなことがな

いよう、財産の現状把握を定期

的に行うことにより再発防止に

取り組み、適正な事務執行に努

める。 

⑾ 企業庁 

本庁機関で認められた不適切事項又は要改善事項 

監査実施 

箇 所 名 
監査実施日 監査の結果 措置の内容 

財務部情報管

理課 

令和４年７月

19日（令和４

年５月13日職

員調査） 

（不適切事項） 

収入事務において、水道メ

ータの検針に用いる上下水道

料金管理システムについて、

プログラムの誤りにより、使

用水量が正しく計算されなか

ったため、平成19年度から令

和３年度までの間において、

上下水道料金の徴収過大40

件、175,162円及び徴収不足４

件、2,036円が発生していた。 

その結果、水道営業所８か

所において、徴収過大分の返

還に当たり、還付加算金が

17,069円発生していた。 

 

不適切事項については、有効期

間を満了した水道メータを交換し

た日と同日に水道メータの定期検

針を実施した場合、上下水道料金

管理システムにおいて、使用水量

が正しく計算されないプログラム

の誤りによるものである。 

本件については、水道メータ交

換のスケジュールを見直した上、

令和４年２月末にプログラムの改

修を行った。 

今後は、このようなことがない

よう、再発防止に取り組み、適正

な事務執行に努める。 

水道部経営課 

 

 

令和４年７月

19日（令和４

年５月23日職

員調査） 

 

 

 

 

 

（不適切事項） 

収入事務において、水道メ

ータの検針に用いる上下水道

料金管理システムについて、

プログラムの誤りにより、使

用水量が正しく計算されなか

ったため、平成19年度から令

和３年度までの間において、

上下水道料金の徴収過大40

件、175,162円及び徴収不足４

件、2,036円が発生していた。 

その結果、水道営業所８か

所において、徴収過大分の返

還に当たり、還付加算金が

17,069円発生していた。 

 

不適切事項については、有効期

間を満了した水道メータを交換し

た日と同日に水道メータの定期検

針を実施した場合、上下水道料金

管理システムにおいて、使用水量

が正しく計算されないプログラム

の誤りによるものである。 

本件については、水道メータ交

換のスケジュールを見直した上、

令和４年２月末にプログラムの改

修を行った。 

今後は、このようなことがない

よう、再発防止に取り組み、適正

な事務執行に努める。 

出先機関で認められた不適切事項又は要改善事項 

監査実施 

箇 所 名 
監査実施日 監査の結果 措置の内容 
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神奈川県企業

庁相模原水道

営業所 

令和４年７月 

５日（令和４

年３月16日及

び同月17日職

員調査） 

（不適切事項） 

１ 収入事務において、切回

し工事に伴う工事負担金収

入（事務費）１件、201,947

円について、送配水管等工

事関係事務取扱要領の規定

に反し、消費税及び地方消

費税相当額を加算して精算

していたため、徴収額が

18,358円過大であった。 

２ 支出事務において、令和

３年10月分の後納郵便料金

387,383円について、支払期

限までに支払を行っていな

かった。また、その後の支

払に当たり、延滞期間を短

縮するためとして銀行窓口

で支払を行ったため、延滞

利息は課されなかったもの

の、本来支払う必要のない

口座振込手数料660円を支払

っていた。 

３ 工事事務において、企相

第６号相模原市緑区西橋本

１丁目25番付近配水管布設

工事（概数設計）の変更設

計額の積算に当たり、舗装

復旧における既存舗装との

打継目箇所の表層部のアス

ファルト舗装工について、

舗装する施工幅の適用条件

を誤って積算するなどして

いたため、変更後の設計額

（22,286,000円）が22,000

円過大であった。その結

果 、 変 更 後 の 契 約 額      

（ 22,718,500 円 ） が 、

20,900円過大であった。 

 

不適切事項については、次のと

おり措置した。 

１ 収入事務については、送配水

管等工事関係事務取扱要領に基

づく収入事務の手続に関する認

識が不十分であったことによる

ものであり、令和４年５月25日

に消費税及び地方消費税相当額

を返還した。 

今後は、このようなことがな

いよう、関係規定の理解の向上

を図るとともに、複数の職員に

よる確認体制を強化することに

より再発防止に取り組み、適正

な事務執行に努める。 

２ 支出事務については、支払金

額等の確認が不十分であったこ

とから前月分の領収額を請求額

と誤認したことによるものであ

る。 

今後は、このようなことがな

いよう、支払金額確認時に添付

書類の請求額を強調するなど十

分注意するとともに、複数の職

員による確認体制を強化するこ

とにより再発防止に取り組み、

適正な事務執行に努める。 

３ 工事事務については、積算過

程における設計内容の確認が不

十分であったことによるもので

ある。 

今後は、このようなことがな

いよう、所内で注意喚起を図る

とともに、設計積算チェックリ

ストの徹底を図るなど、複数職

員による設計内容の確認体制の

強化を図ることにより再発防止

に取り組み、適正な事務執行に

努める。 

神奈川県企業

庁寒川浄水場 

令和４年５月

20日（令和４

年５月19日及

び同月20日職

員調査） 

（不適切事項） 

契約事務において、寒川浄

水場クレーン設備点検整備業

務委託契約（契約額1,295,800

円）の設計額の積算に当た

 

不適切事項については、年度中

途の積算基準書等の変更に対する

認識が不足していたこと及び設計

書の作成過程における職員の確認
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り、一般管理費等の率計上額

を誤って積算していたため、

設計額（ 2,123,000円）が

22,000円過大であった。 

体制が不十分であったことによる

ものである。 

今後は、このようなことがない

よう、本事象について職員に周知

し、共有するとともに、複数の職

員による設計内容のチェック体制

を強化し、積算基準書等の変更時

には管理監督者等から注意を促す

ことにより再発防止に取り組み、

適正な事務執行に努める。 

 


